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は
じ
め
に
―
―
現
代
社
会
と
交
通

人
間
の
歴
史
に
お
い
て
交
通
は
、
長
ら
く
人
力
（
徒
歩
）
や
畜
力
（
馬
車
な

ど
）
と
い
っ
た
新
陳
代
謝
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
そ
し
て
風
力
（
帆
船
）
に
よ
っ
て
担

わ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
世
紀
の
中
葉
以
降
、
鉄
道
、
船
舶
、
自
動

車
、
航
空
機
と
い
っ
た
機
械
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
用
し
た
運
輸
機
関
が
次
々
と
登

場
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
様
式
は
大
き
く
変
化
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
に

伴
い
人
間
の
生
活
・
労
働
形
態
も
著
し
く
変
貌
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
動
力
で
動
く
運
輸
機
関
は
、
国
土
の
利
用
形
態
や
産
業
構
造
、
都
市
の
形

状
、
国
際
的
な
分
業
関
係
を
大
き
く
つ
く
り
か
え
、
人
間
の
生
活
・
労
働
空
間

を
外
延
的
に
大
規
模
に
拡
張
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
運
輸
機
関
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
る
交
通
シ
ス
テ
ム
は
、
経
済
活
動
を
原
料
資
源
の
遠
隔
地
か
ら
の
輸
送
―
商

品
の
生
産
―
そ
の
輸
送
―
消
費
（
廃
棄
）
の
形
態
に
再
編
成
し
た
。
ま
た
、
人

間
の
生
活
も
家
庭
（
消
費
）
―
長
距
離
移
動
―
労
働
・
社
会
的
活
動
と
い
う
形

態
に
再
編
成
さ
（
１
）

れ
た
。
こ
う
し
て
今
や
発
達
し
た
交
通
シ
ス
テ
ム
は
、
現
代
社

会
を
存
立
さ
せ
る
基
本
的
条
件
と
な
る
に
至
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
現
在
の
運
輸
機
関
は
、
使
用
目
的
の
相
違
に
よ
っ
て
自
家
用
と

営
業
用
と
に
大
別
さ
れ
る
。
自
家
用
の
航
空
機
や
船
舶
も
な
い
わ
け
で
は
な
い

が
、
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
営
業
用
の
旅
客
機
や
旅
客
船
、
貨
物
船
で
あ
る
。

ま
た
、
鉄
道
も
代
表
的
な
営
業
用
運
輸
機
関
で
あ
る
。
一
方
、
国
際
的
に
最
も

普
及
し
て
い
る
運
輸
機
関
で
あ
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
自
家
用
目
的

の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
と
自
家
用
自
動
車
と
な
り
、
対
価
を
取
っ
て
不
特
定
多

数
の
乗
客
を
運
送
す
れ
ば
コ
モ
ン
・
キ
ャ
リ
ア
、
つ
ま
り
タ
ク
シ
ー
（
以
下
、

本
特
集
で
は
ハ
イ
ヤ
ー
を
含
む
）
や
バ
ス
な
ど
の
営
業
用
運
輸
機
関
と
な
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
日
本
の
現
状
を
概
観
し
て
お
く
と
、
一
五
年
現
在
、
自
家
用

乗
用
車
が
三
九
二
五
・
五
万
台
で
あ
る
の
に
対
し
営
業
用
自
動
車
の
タ
ク
シ
ー

は
二
三
・
七
万
台
、
ま
た
、
一
一
・
六
万
台
の
自
家
用
バ
ス
に
対
し
営
業
用
バ

ス
は
一
一
・
六
万
台
、
さ
ら
に
四
九
四
・
三
万
台
の
自
家
用
ト
ラ
ッ
ク
に
対
し

営
業
用
ト
ラ
ッ
ク
は
一
〇
八
・
六
万
台
と
な
っ
て
（
２
）

い
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
営
業

用
の
タ
ク
シ
ー
、
バ
ス
、
ト
ラ
ッ
ク
の
三
つ
は
事
業
用
自
動
車
と
呼
ば
れ
る
場

合
が
あ
る
。

個
人
タ
ク
シ
ー
の
よ
う
な
例
外
は
あ
る
が
、
営
業
用
運
輸
機
関
は
一
般
に
は

会
社
組
織
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
総
体
は
一
国
経
済
に
お
い

て
一
つ
の
産
業
を
形
作
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
日
本
経
済
に
お
い
て
運
輸
産
業

ま
た
は
交
通
産
業
は
、
第
６
表
の
と
お
り
、
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
四
・
九
％
、
雇
用

者
数
で
五
・
九
％
の
比
重
を
占
め
て
い
る
（
一
四
年
現
在
）。

一
六
年
一
月
一
五
日
の
未
明
、
長
野
県
軽
井
沢
町
の
碓
氷
峠
に
お
い
て
、
ス

キ
ー
ツ
ア
ー
客
を
乗
せ
た
貸
切
バ
ス
が
国
道
の
下
り
カ
ー
ブ
区
間
で
走
行
レ
ー

ン
か
ら
逸
脱
し
、
道
路
わ
き
の
山
の
斜
面
に
転
落
・
激
突
す
る
と
い
う
事
故
が

発
生
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
三
人
の
乗
客
と
二
人
の
乗
務
員
が
死
亡
し
、
二

六
人
が
重
軽
傷
を
負
っ
た
。
犠
牲
者
の
数
と
い
う
点
で
、
二
五
人
の
死
者
が
出

た
一
九
八
五
年
の
笹
平
ダ
ム
・
ス
キ
ー
バ
ス
転
落
事
故
（
長
野
県
長
野
市
で
発

生
）
以
来
三
〇
年
ぶ
り
の
重
大
事
故
で
あ
っ
た
。
当
該
事
故
の
原
因
を
究
明
す

る
た
め
に
、
現
在
（
一
七
年
二
月
）
も
な
お
長
野
県
警
察
本
部
お
よ
び
事
業
用

自
動
車
事
故
調
査
委
員
会
が
捜
査
な
い
し
調
査
を
継
続
し
て
お
り
、
未
だ
全
容

は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
が
、
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
バ
ス
会
社
の
安
全
管
理
に

大
き
な
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

こ
の
事
故
の
三
年
七
ヵ
月
前
の
一
二
年
四
月
二
九
日
未
明
、
群
馬
県
藤
岡
市

内
の
関
越
自
動
車
道
で
、
走
行
中
の
高
速
ツ
ア
ー
バ
ス
が
道
路
の
左
側
壁
に
激
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突
す
る
と
い
う
事
故
が
発
生
し
た
。
前
夜
、
金
沢
市
や
高
岡
市
か
ら
乗
車
し
た

四
五
人
の
乗
客
の
う
ち
七
人
が
死
亡
し
、
運
転
者
を
も
含
め
三
九
人
が
重
軽
傷

を
負
っ
た
事
故
で
あ
っ
た
。
関
越
道
事
故
の
直
接
的
な
原
因
は
、
運
転
者
（
ド

ラ
イ
バ
ー
な
い
し
乗
務
員
は
一
般
的
に
は
運
転
手
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
本
特

集
で
は
行
政
・
法
令
用
語
に
し
た
が
い
運
転
者
と
い
う
）
の
過
労
に
よ
る
居
眠

り
運
転
で
あ
っ
た
。
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
の
は
千
葉
県
印
西
市
に
本
社
の
あ

る
バ
ス
会
社
で
、
事
故
後
に
実
施
さ
れ
た
関
東
運
輸
局
に
よ
る
同
社
へ
の
立
入

検
査
等
に
よ
っ
て
、
①
日
雇
い
運
転
者
の
選
任
、
②
運
行
指
示
の
不
実
施
、
③

運
転
者
の
健
康
状
態
の
確
認
な
ど
の
た
め
の
点
呼
の
不
実
施
、
④
不
適
切
な
運

行
管
理
、
⑤
車
両
の
整
備
不
良
な
ど
、
公
共
交
通
機
関
と
し
て
き
わ
め
て
問
題

の
あ
る
多
く
の
法
令
違
反
が
確
認
さ
れ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
事
故
の
背
景
に

は
、
運
転
者
の
居
眠
り
運
転
を
誘
発
し
た
構
造
的
な
要
因
が
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。

営
業
用
、
自
家
用
を
問
わ
ず
、
運
輸
機
関
が
担
保
す
べ
き
最
も
重
要
な
要
件

は
、
安
全
の
確
保
で
あ
る
。
と
り
わ
け
不
特
定
多
数
の
人
々
が
利
用
す
る
公
共

交
通
機
関
に
あ
っ
て
は
、
安
全
は
利
用
者
に
提
供
さ
れ
る
べ
き
最
も
基
本
的
な

品
質
で
あ
る
と
い
え
る
。
安
全
の
確
保
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
点
で
、

運
輸
サ
ー
ビ
ス
は
製
薬
に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
製
薬
で
最
も

重
要
な
要
素
は
安
全
性
で
あ
り
、
そ
れ
が
確
保
さ
れ
て
は
じ
め
て
そ
の
効
能
が

問
題
と
な
る
。
い
く
ら
効
能
が
優
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
人
命
を
奪
っ
て
し
ま

う
よ
う
な
薬
は
欠
陥
商
品
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
人
の
使
用
に
耐
え
う
る
も
の
で

は
な
い
。
運
輸
サ
ー
ビ
ス
も
同
様
に
、
そ
の
効
能
（
利
便
性
や
速
達
性
、
快
適

性
、
運
賃
水
準
な
ど
）
を
問
う
以
前
に
、
安
全
性
が
何
よ
り
も
基
本
と
な
る
。

関
越
道
の
事
故
後
も
、
一
二
年
八
月
二
日
の
東
北
自
動
車
道
に
お
け
る
事
故

や
一
三
年
三
月
一
三
日
の
東
京
湾
ア
ク
ア
ラ
イ
ン
に
お
け
る
事
故
、
一
四
年
三

第６表 わが国における運輸産業の地位（２０１４年）

その比重（％）

０．４

１．７

１．７

６．９

７．４

１１．６

５．９

７．２

５７．２

１００

〔出所〕 総務省『平成２８年版 情報通信白書』４２１頁。

雇用者数（万人）

２５．３

９７．３

９６．１

３９１．１

４２３．３

６６１．１

３３３．９

４１２．４

３２５８．５

５６９９．０

その比重（％）

１．３

１．０

２．０

５．９

８．６

５．０

４．９

７．９

６３．８

１００

名目 GDP（１０億円）

５，９０７

４，８２２

９，４５７

２７，４４８

３８，２０３

２３，３５３

２２，９３６

３７，１４３

２９８，９２８

４６８．１９４

鉄鋼

電気機械

輸送機械

建設

卸売

小売

運輸

情報通信産業

その他

全産業

特集２ 運輸産業の安全と労働問題

69



月
三
日
の
北
陸
自
動
車
道
・
小
矢
部
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
に
お
け
る
事
故
、
前
述

し
た
軽
井
沢
・
碓
氷
峠
事
故
、
そ
し
て
一
七
年
二
月
二
六
日
の
上
信
越
道
・
八

風
山
ト
ン
ネ
ル
内
の
ス
キ
ー
バ
ス
事
故
な
ど
、
貸
切
バ
ス
が
関
係
す
る
重
大
な

事
故
が
後
を
絶
た
な
い
。
本
稿
で
は
、
事
業
用
自
動
車
の
う
ち
、
バ
ス
、
な
か

で
も
貸
切
バ
ス
に
焦
点
を
あ
て
、
事
故
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
の
課
題
を
考

察
す
る
。

第
一
章

日
本
の
運
輸
事
故

１

運
輸
事
故
の
現
状

バ
ス
事
業
の
安
全
問
題
を
検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
、
日
本
に
お
け
る
バ
ス
を

含
む
運
輸
事
故
の
現
状
を
概
観
し
て
お
く
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
運
輸
事
故
と

は
、
少
々
説
明
が
長
く
な
る
が
次
の
も
の
を
い
う
。

Ｗ
Ｈ
Ｏ
（
世
界
保
健
機
関
）
の
国
際
疾
病
分
類
第
一
〇
次
修
正
（
Ｉ
Ｃ
Ｄ－

１０
）
に
は
、transport

accidents

と
い
う
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

中
身
を
み
る
と
、
自
動
車
、
鉄
道
、
船
舶
、
航
空
機
、
さ
ら
に
は
エ
レ
ベ
ー
タ

事
故
や
ス
キ
ー
場
の
リ
フ
ト
事
故
な
ど
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
乗
り
物
全
般
に
関

係
す
る
事
故
が
列
挙
さ
れ
て
（
３
）

い
る
。
厚
生
労
働
省
は
、
毎
年
公
表
し
て
い
る

「
不
慮
の
事
故
死
亡
統
計
」
に
お
い
て
、
こ
の
国
際
疾
病
分
類
に
準
拠
し
て

「
不
慮
の
事
故
」
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
不
慮
の
事
故
の
種

別
の
一
つ
と
し
て
交
通
事
故
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
国
際
疾
病
分
類
の

transport
accidents

に
当
て
ら
れ
た
訳
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
で
は
交

通
事
故
は
自
動
車
事
故
と
同
義
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、transport

accidents

に
交
通
事
故
と
い
う
訳
語
を
当
て
る
の
は
適
訳
と
は
い
え
ず
、
運

輸
事
故
と
す
る
ほ
う
が
よ
り
適
切
で
あ
（
４
）

ろ
う
。transport

accidents

を
運
輸

事
故
と
し
た
場
合
、
よ
り
広
義
に
は
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
分
類
の
よ
う
に
エ
レ
ベ
ー
タ
事

故
や
リ
フ
ト
事
故
な
ど
も
含
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
日
本
で
は
こ
れ
ま
で
そ

れ
ら
は
運
輸
事
故
と
し
て
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
自
動

車
、
鉄
道
、
船
舶
、
航
空
機
の
四
つ
の
交
通
モ
ー
ド
に
お
い
て
発
生
す
る
事
故

の
こ
と
を
運
輸
事
故
と
す
る
。

一
九
七
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
交
通
安
全
対
策
基
本
法
は
、
運
輸
安
全
の
基
本

法
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
法
律
で
あ
る
。
同
法
は
第
一
三
条
で
「
政
府
は
、

毎
年
、
国
会
に
、
交
通
事
故
の
状
況
、
交
通
の
安
全
に
関
す
る
施
策
に
係
る
計

画
及
び
交
通
の
安
全
に
関
し
て
講
じ
た
施
策
の
概
況
に
関
す
る
報
告
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
規
定
に
も
と
づ
き
毎
年
公
刊
さ

れ
て
い
る
年
次
報
告
書
が
、
内
閣
府
の
『
交
通
安
全
白
書
』
で
あ
る
。
以
下
、

最
新
版
の
『
交
通
安
全
白
書
』
を
も
と
に
、
運
輸
事
故
の
現
状
を
簡
単
に
ス
ケ

ッ
チ
し
て
お
こ
う
。

自
動
車
事
故
―
戦
後
の
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
伴
い
、
一
九
五
一

年
か
ら
七
〇
年
ま
で
の
間
に
、
自
動
車
事
故
（
交
通
事
故
）
件
数
は
一
七
・
三

倍
、
そ
れ
に
よ
る
死
者
数
は
三
・
八
倍
、
ま
た
、
負
傷
者
数
は
三
一
・
四
倍
に

急
増
し
た
。
自
動
車
事
故
問
題
は
、
高
度
経
済
成
長
期
の
日
本
に
お
け
る
最
も

深
刻
な
社
会
問
題
の
一
つ
と
な
り
、
そ
の
被
害
の
深
刻
さ
を
表
現
す
る
「
交
通

戦
争
」
と
い
う
用
語
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
ほ
ど
だ
っ
た
。
こ

れ
に
対
処
す
る
た
め
、
一
九
七
〇
年
に
前
述
の
交
通
安
全
対
策
基
本
法
が
施
行

さ
れ
、
総
合
的
な
自
動
車
事
故
防
止
対
策
が
推
進
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
結

果
、
一
九
八
一
年
に
は
そ
の
死
者
数
は
八
七
一
九
人
（
以
下
、
本
稿
に
お
け
る
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死
者
数
は
「
二
四
時
間
死
者
」
の
こ
と
を
指
す
）
と
一
九
七
〇
年
代
初
頭
の
ピ

ー
ク
時
と
比
べ
て
、
ほ
ぼ
半
減
す
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
八
〇
年
代
の
半
ば

以
降
、
自
動
車
事
故
は
件
数
お
よ
び
死
傷
者
数
と
も
再
び
増
加
し
は
じ
め
、
九

〇
年
に
は
死
者
数
が
再
び
一
万
人
を
超
え
、
ま
た
、
負
傷
者
数
も
九
九
年
に
は

過
去
最
悪
で
あ
っ
た
七
〇
年
の
そ
れ
を
上
回
る
一
〇
〇
万
人
に
達
し
た
。
こ
の

た
め
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
、
酒
酔
い
・
酒
気
帯
び
運
転
に
対
す
る
罰
則
強
化
な

ど
の
法
令
の
改
正
や
救
命
・
救
急
体
制
の
拡
充
な
ど
の
安
全
対
策
が
強
化
さ
れ

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
自
動
車
事
故
は
発
生
件
数
、
犠
牲
者
数
と
も
再
び
減
少
し

は
じ
め
、
一
五
年
に
は
発
生
件
数
は
五
三
万
六
八
九
九
件
、
死
者
数
は
四
一
一

七
人
、
負
傷
者
数
は
六
六
万
六
〇
二
三
人
ま
で
低
減
し
て
い
る
。

鉄
道
事
故
―
鉄
道
事
故
は
、「
列
車
事
故
」（
列
車
衝
突
、
列
車
脱
線
、
列
車

火
災
）
と
「
そ
の
他
の
事
故
」（
踏
切
障
害
、
道
路
障
害
、
人
身
障
害
、
物

損
）
に
大
別
さ
れ
る
。
鉄
道
事
故
は
、
ピ
ー
ク
時
の
一
九
六
〇
年
代
半
ば
に
は

年
間
六
〇
〇
〇
件
も
発
生
し
て
い
た
が
、
一
九
八
九
年
に
は
一
二
五
二
件
、
二

〇
〇
一
年
に
は
九
〇
八
件
、
一
五
年
に
は
七
四
二
件
と
長
期
的
に
は
大
き
く
減

少
し
て
き
て
い
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
年
間
一
〇
〇
〇
人
以
上
も
出
て
い
た
死
者

数
も
、
現
在
で
は
三
〇
〇
人
程
度
ま
で
減
少
し
て
い
る
。
一
五
年
の
鉄
道
事
故

を
事
故
種
類
別
に
み
る
と
、
人
身
傷
害
事
故
が
四
二
五
件
（
五
〇
・
四
％
）
と

最
も
多
く
、
以
下
、
踏
切
障
害
事
故
三
二
三
件
（
三
七
・
八
％
）、
道
路
障
害

事
故
八
三
件
（
九
・
七
％
）
と
続
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
る
死
者
数
は
二
七

三
人
、
負
傷
者
数
は
三
九
七
人
で
あ
る
。
鉄
道
事
故
と
い
う
と
、
わ
れ
わ
れ
は

〇
五
年
四
月
に
発
生
し
た
Ｊ
Ｒ
福
知
山
線
脱
線
事
故
の
よ
う
な
列
車
事
故
を
想

起
し
が
ち
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
列
車
事
故
は
年
間
二
〇
件
程
度
発
生
し
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。
一
五
年
の
場
合
を
見
て
み
る
と
列
車
事
故
の
総
件
数
は
一
九

件
で
、
そ
れ
に
よ
る
乗
客
の
死
者
数
は
ゼ
ロ
で
あ
っ
た
。

船
舶
事
故
―
日
本
の
周
辺
海
域
に
お
い
て
海
難
に
遭
遇
し
た
船
舶
の
隻
数

は
、
長
期
的
に
減
少
傾
向
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
交
通
安
全
対
策
基
本
法
が
定

め
る
第
二
次
交
通
安
全
基
本
計
画
期
間
（
一
九
七
六
〜
八
〇
年
度
）
の
年
平
均

で
三
二
三
三
隻
で
あ
っ
た
の
が
、
一
五
年
に
は
二
一
一
六
隻
へ
と
約
三
割
減
少

し
て
い
る
。
こ
れ
を
船
舶
種
類
別
に
み
る
と
、
漁
船
、
貨
物
船
、
タ
ン
カ
ー
、

旅
客
船
な
ど
の
事
故
が
減
少
し
て
い
る
一
方
で
、「
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
」

（
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
、
ヨ
ッ
ト
や
遊
漁
船
）
の
事
故
は
増
加
し
て
い
る
。
二
〇

一
五
年
の
海
難
船
舶
二
一
一
六
隻
の
内
訳
を
見
て
み
る
と
、
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー

ト
等
が
九
九
五
隻
（
全
体
の
四
七
％
）、
漁
船
が
五
九
三
隻
（
二
八
％
）
と
全

体
の
七
五
％
が
こ
れ
ら
二
つ
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
一
五
年
中
の
船
舶
事
故
に

よ
る
死
者
・
行
方
不
明
者
数
は
四
七
人
で
、
そ
の
う
ち
五
一
％
が
漁
船
、
三
二

％
が
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
船
舶
か
ら
の
海
中

転
落
に
よ
る
死
者
・
行
方
不
明
者
の
数
は
八
七
人
で
、
そ
の
う
ち
五
五
％
が
漁

船
、
一
五
％
が
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

航
空
事
故
―
民
間
航
空
機
事
故
の
発
生
件
数
も
長
期
的
に
減
少
傾
向
に
あ

る
。
一
五
年
は
二
七
件
発
生
し
て
お
り
、
こ
れ
に
伴
う
死
亡
者
数
は
一
〇
人
、

負
傷
者
数
は
四
二
人
で
あ
っ
た
。
近
年
、
大
型
旅
客
機
に
よ
る
事
故
は
乱
気
流

に
よ
る
も
の
を
中
心
に
年
間
数
件
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
航
空
事
故
の
大

半
は
セ
ス
ナ
機
な
ど
の
小
型
飛
行
機
や
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
、
グ
ラ
イ
ダ
ー
な
ど
の

事
故
で
あ
る
。
日
本
の
航
空
会
社
に
関
わ
る
乗
客
死
亡
事
故
は
、
一
九
八
五
年

の
日
本
航
空
一
二
三
便
の
御
巣
鷹
山
墜
落
事
故
以
降
、
発
生
し
て
い
な
い
。
た

だ
し
、
大
型
旅
客
機
に
関
係
し
た
重
大
イ
ン
シ
デ
ン
ト
は
続
発
し
て
お
り
、
航

空
事
業
者
等
に
よ
る
更
な
る
安
全
対
策
の
充
実
が
求
め
ら
れ
る
。
な
お
、
日
本

航
空
一
二
三
便
事
故
以
降
も
、
九
四
年
の
名
古
屋
空
港
に
お
け
る
中
華
航
空
機

事
故
や
九
六
年
の
福
岡
空
港
に
お
け
る
ガ
ル
ー
ダ
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
航
空
事
故
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な
ど
、
外
国
の
航
空
会
社
に
よ
る
乗
客
死
亡
事
故
は
発
生
し
て
（
５
）

い
る
。

と
こ
ろ
で
、
厚
生
労
働
省
が
毎
年
公
表
し
て
い
る
「
人
口
動
態
統
計
（
確
定

数
）
の
概
況
」
に
よ
れ
ば
、
最
近
二
〇
年
ほ
ど
の
期
間
を
概
観
す
る
と
、
年
間

約
四
万
人
の
人
々
が
「
不
慮
の
事
故
」
で
亡
く
な
っ
て
い
る
（
死
者
総
数
の
三

〜
四
％
）。
ち
な
み
に
一
五
年
度
の
不
慮
の
事
故
死
者
数
は
三
万
八
三
〇
六
人

で
あ
っ
た
。

か
つ
て
、
ピ
ー
ク
時
（
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
）
に
は
不
慮
の
事
故

に
よ
る
死
者
の
半
分
が
運
輸
事
故
に
よ
る
も
の
で
、
死
因
の
第
一
位
を
占
め
て

い
た
。
そ
の
後
、
前
述
の
と
お
り
、
自
動
車
事
故
死
者
数
の
減
少
に
伴
い
、
不

慮
の
事
故
に
占
め
る
運
輸
事
故
の
割
合
も
低
下
し
て
い
き
、
現
在
で
は
死
因
の

ト
ッ
プ
は
「
窒
息
」
が
取
っ
て
代
わ
っ
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
二
つ
に
「
転
倒
・

転
落
」
と
「
溺
死
」
を
加
え
た
四
つ
が
現
在
の
不
慮
の
事
故
の
四
大
死
因
で
あ

る
。運

輸
事
故
に
よ
る
死
者
は
ピ
ー
ク
時
と
比
較
す
る
と
大
き
く
減
少
し
た
と
は

い
え
、
依
然
と
し
て
年
間
五
〇
〇
〇
人
近
く
も
発
生
し
て
お
り
、
運
輸
事
故
の

防
止
、
安
全
対
策
の
拡
充
は
社
会
が
取
り
組
む
べ
き
最
も
重
要
な
課
題
で
あ
る

こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

２

事
業
用
自
動
車
の
事
故

事
業
用
自
動
車
と
は
、
道
路
運
送
法
上
の
自
動
車
運
送
事
業
に
用
い
ら
れ
る

自
動
車
の
こ
と
を
い
い
、
前
述
し
た
と
お
り
、
タ
ク
シ
ー
、
バ
ス
（
乗
合
バ

ス
、
貸
切
バ
ス
）、
営
業
用
ト
ラ
ッ
ク
の
三
つ
が
こ
れ
に
該
当
（
６
）

す
る
。
一
四
年

中
に
事
業
用
自
動
車
が
引
き
起
こ
し
た
総
事
故
件
数
は
、
自
動
車
事
故
全
体
の

約
七
％
に
当
た
る
三
万
九
六
四
九
件
（
バ
ス
一
九
七
二
件
、
タ
ク
シ
ー
一
万
六

一
一
三
件
、
ト
ラ
ッ
ク
二
万
一
五
六
四
件
）
で
（
７
）

あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
な
か
に

は
軽
微
な
事
故
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
重
大
事
故
」

に
着
目
し
、
考
察
を
行
う
。

事
業
用
自
動
車
に
係
る
重
大
事
故
と
は
、
国
土
交
通
省
事
故
報
告
規
則
第
二

条
に
規
定
さ
れ
た
①
自
動
車
が
転
覆
、
転
落
、
火
災
を
起
こ
し
た
り
、
鉄
道
車

両
と
衝
突
・
接
触
し
た
り
し
た
も
の
、
②
一
〇
台
以
上
の
自
動
車
の
衝
突
ま
た

は
接
触
を
生
じ
た
も
の
、
③
死
者
又
は
重
傷
者
を
生
じ
た
も
の
、
④
一
〇
人
以

上
の
負
傷
者
を
生
じ
た
も
の
な
ど
の
事
故
の
こ
と
を
い
う
。
一
四
年
中
の
事
業

用
自
動
車
の
重
大
事
故
の
発
生
状
況
は
、
第
７
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
バ
ス
が
二
九
一
八
件
（
乗
合
二
六
一
三
件
、
貸
切
二
九
七
件
、
特
定
八

件
）、
タ
ク
シ
ー
が
六
二
二
件
、
ト
ラ
ッ
ク
が
一
九
〇
八
件
で
、
そ
れ
に
よ
る

死
者
数
は
バ
ス
が
四
六
人
（
乗
合
三
二
人
、
貸
切
一
四
人
）、
タ
ク
シ
ー
が
七

八
人
、
ト
ラ
ッ
ク
が
六
二
八
人
で
あ
っ
た
。
事
故
件
数
、
死
者
数
、
負
傷
者
数

の
い
ず
れ
の
項
目
を
み
て
も
ト
ラ
ッ
ク
の
大
き
さ
が
際
立
っ
て
い
る
。

次
に
、
こ
こ
二
〇
〜
三
〇
年
間
の
事
業
用
自
動
車
の
事
故
件
数
の
推
移
を
み

て
お
く
と
、
バ
ス
、
タ
ク
シ
ー
、
ト
ラ
ッ
ク
の
い
ず
れ
も
一
九
九
〇
年
代
は
増

加
傾
向
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
九
二
年
を
一
〇
〇
と
す
る
と
バ
ス
は
二

〇
〇
三
年
に
は
一
五
二
へ
、
タ
ク
シ
ー
は
同
じ
期
間
に
一
六
八
へ
、
ト
ラ
ッ
ク

も
一
四
五
へ
と
増
加
し
て
い
る
。
一
方
、
死
者
数
に
つ
い
て
は
別
の
傾
向
が
認

め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ス
は
同
じ
期
間
中
、
七
〇
〜
一
〇
〇
で
増
減
を
繰

り
返
し
、
タ
ク
シ
ー
は
一
九
九
二
年
の
一
〇
〇
か
ら
二
〇
〇
四
年
に
は
五
八
へ

と
ほ
ぼ
半
減
し
て
い
る
。
ま
た
、
ト
ラ
ッ
ク
も
八
〇
程
度
に
減
少
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
二
〇
〇
三
〜
〇
四
年
以
降
は
、
三
つ
の
モ
ー
ド
の
い
ず
れ
も
事
故
件

数
お
よ
び
死
者
数
と
も
に
減
少
を
続
け
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
重
大

事
故
を
含
む
事
故
件
数
を
確
認
し
て
お
く
と
、
バ
ス
は
〇
六
年
の
三
六
八
三
件
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か
ら
一
五
年
に
は
一
七
六
〇
件
に
、
タ
ク
シ
ー
は
二
万
六
七
〇
九
件
か
ら
一
万

四
九
〇
二
件
に
、
ト
ラ
ッ
ク
も
三
万
四
九
五
六
件
か
ら
一
万
九
八
二
五
件
に
減

少
し
て
（
８
）

い
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
記
の
事
故
件
数
は
単
純
に
絶
対
数
だ
け
を
見
た
も
の
な
の

で
、
事
業
用
自
動
車
相
互
を
比
較
す
る
デ
ー
タ
と
し
て
は
適
当
で
は
な
い
。
そ

こ
で
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
走
行
距
離
一
億
キ
ロ
当
た
り
の
事
故
件
数
の
推
移

を
見
る
こ
と
に
す
る
。
巻
頭
色
刷
り
第
６
図
の
と
お
り
、
ま
ず
ト
ラ
ッ
ク
は
、

〇
九
年
頃
ま
で
減
少
を
続
け
た
後
、
近
年
は
停
滞
な
い
し
微
増
状
況
に
あ
る
。

一
方
、
タ
ク
シ
ー
は
〇
五
年
頃
に
か
け
て
増
加
し
た
後
、
し
ば
ら
く
高
止
ま
り

が
続
き
、
最
近
は
減
少
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
、
バ
ス
（
乗
合
、
貸
切
）
は
〇
六

年
頃
ま
で
横
ば
い
が
続
い
た
あ
と
、
減
少
傾
向
に
あ
る
。

さ
ら
に
、
巻
頭
色
刷
り
第
７
図
に
よ
り
走
行
距
離
一
億
キ
ロ
当
た
り
の
死
亡

事
故
件
数
の
推
移
を
見
て
お
く
と
、
ま
ず
ト
ラ
ッ
ク
は
、
〇
九
年
頃
ま
で
減
少

を
続
け
た
あ
と
、
近
年
は
停
滞
な
い
し
微
増
状
況
に
あ
る
。
一
方
、
タ
ク
シ
ー

は
多
少
の
変
動
が
あ
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
横
ば
い
状
態
が
続
い
た
後
、
近
年
は
微

増
し
、
高
止
ま
り
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
バ
ス
は
長
期
的
に
は
減
少
傾

向
に
あ
る
も
の
の
、
〇
四
年
と
一
〇
年
は
著
増
し
、
そ
の
後
は
横
ば
い
状
態
に

あ
る
。

本
稿
の
主
た
る
分
析
対
象
は
バ
ス
な
の
で
、
こ
こ
で
バ
ス
に
つ
い
て
さ
ら
に

見
て
お
こ
う
。
バ
ス
の
重
大
事
故
件
数
の
推
移
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、

死
亡
事
故
件
数
を
取
り
出
し
て
み
る
と
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
、
年
間
一
二
〜
二

九
件
の
間
で
推
移
し
て
い
る
。
こ
れ
を
乗
合
バ
ス
と
貸
切
バ
ス
に
分
け
て
見
て

み
る
と
、
乗
合
バ
ス
の
死
亡
事
故
は
八
〜
一
八
件
の
間
で
、
ま
た
貸
切
バ
ス
の

死
亡
事
故
は
三
〜
一
〇
件
の
間
で
そ
れ
ぞ
れ
推
移
し
て
い
る
。
乗
合
バ
ス
、
貸

切
バ
ス
事
故
の
合
計
の
死
者
数
が
最
も
多
か
っ
た
の
は
〇
六
年
で
二
六
人
、
ま

第７表 事業用自動車 重大事故発生状況（２０１４年）

計

５，４４８

２，９７３

１，９５９

７５２

１，５９４

２，０２０

４，３６６

〔注〕 特定バスとは、通常の路線バスとは異なり、通勤・通学など乗客の対象が一定の範囲に限定さ
れているものをいう。タクシーにはハイヤーも含める。

〔出所〕 国土交通省自動車局「自動車運送事業用自動車事故統計年報 （自動車交通の輸送の安全に
かかわる情報）（平成２６年）」２０１６年３月、１０頁。

トラック

１，９０８

１，６５６

１，０２８

６２８

７５９

８４６

２，２３３

タクシー

６２２

６１１

４５０

７８

４７６

２０２

７５６

バ ス

特定＊

８

２

２

０

２

０

２

貸切

２９７

８８

５２

１４

６０

４７０

５４４

乗合

２，６１３

６１６

４２７

３２

２９７

５０２

８３１

件 数（件）

車両故障に起因するものを
除いた事故件数（件）

乗務員に起因する事故件数
（件）

死者数（人）

重傷者数（人）

軽傷者数（人）

計（人）

死
傷
状
況
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た
最
も
少
な
か
っ
た
の
は
一
一
年
で
一
二
人
で
あ
る
。

乗
合
バ
ス
の
事
故
の
中
身
を
見
て
み
る
と
、
転
倒
に
よ
る
負
傷

な
ど
車
内
事
故
が
最
も
多
く
、
そ
の
負
傷
者
の
過
半
数
以
上
が
高

齢
者
で
あ
る
。
か
つ
て
七
〇
年
代
ま
で
は
、
第
８
表
の
と
お
り
重

大
な
バ
ス
事
故
が
頻
発
し
て
い
た
。
当
時
と
比
較
す
る
と
現
在
は

事
態
は
大
き
く
改
善
さ
れ
、
深
刻
な
死
亡
事
故
の
発
生
は
少
な
く

な
っ
た
。
バ
ス
事
故
の
み
な
ら
ず
、
運
輸
事
故
一
般
に
共
通
す
る

こ
と
だ
が
、
運
輸
の
重
大
事
故
は
歴
史
的
に
減
少
し
て
き
て
い

る
。
そ
れ
は
、
一
つ
ひ
と
つ
の
事
故
を
教
訓
に
し
て
事
故
防
止
対

策
が
講
じ
ら
れ
て
き
た
結
果
で
あ
る
。
こ
れ
は
望
ま
し
い
こ
と
で

あ
り
、
関
係
者
は
、
さ
ら
な
る
安
全
対
策
を
推
進
す
る
こ
と
で
重

大
事
故
を
ゼ
ロ
に
近
づ
け
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
一
六
年
一
月
に
発
生
し
た
軽
井
沢
ス

キ
ー
バ
ス
事
故
の
異
常
さ
が
際
立
っ
て
く
る
。
筆
者
は
、
事
故
発

生
直
後
の
あ
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
に
対
し
て
、「
こ
の
事
故

は
Ｊ
Ｒ
福
知
山
線
事
故
の
バ
ス
版
だ
」
と
答
え
た
こ
と
が
あ
る
。

Ｊ
Ｒ
福
知
山
線
事
故
は
、
鉄
道
事
故
と
し
て
四
〇
年
ぶ
り
に
犠
牲

者
数
が
一
〇
〇
人
を
超
え
た
甚
大
な
事
故
だ
っ
た
。
バ
ス
一
両
の

定
員
は
鉄
道
車
両
の
乗
車
定
員
に
比
べ
る
と
は
る
か
に
小
さ
い
。

一
五
人
も
の
犠
牲
者
が
出
た
と
い
う
こ
と
は
、
鉄
道
で
言
え
ば
一

〇
〇
人
を
超
え
る
犠
牲
者
が
出
た
こ
と
に
匹
敵
す
る
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

事
業
用
自
動
車
に
よ
る
自
動
車
事
故
の
発
生
件
数
は
、
前
述
し

た
と
お
り
、
近
年
、
事
故
全
体
の
約
七
％
を
占
め
て
い
る
。
ま

た
、
死
亡
事
故
に
限
っ
て
見
て
み
る
と
、
全
体
の
約
一
〇
％
が
事

第８表 戦後の主なバス事故（死者１０人以上）

備 考

トンネル岩盤崩落

がけ崩れ

がけ崩れ

〔出所〕 毎日新聞『戦後の重大事件早見表』１９８７年、同『改訂新版』１９９１年などをもとに作成。

死者数（人）

１０４

３３

２８

２５

２４

２４

２２

２０

１７

１５

１５

１５

１３

１３

１３

１２

１１

１０

１０

１０

事 故

飛騨川へバス転落（岐阜）

物部川へバス転落（高知）

比叡山でバス衝突・転落（滋賀）

笹平ダムへバス転落（長野）

天竜川へバス転落（静岡）

青木湖へバス転落（長野）

熊本でバスため池へ転落

豊浜トンネル崩落事故（北海道）

トレーラーバス火災事故（神奈川）

鳥居川へバスが転落（長野）

越前海岸バス事故（福井）

軽井沢スキーバス事故

大宮でバスが列車と衝突（埼玉）

バスが海へ転落（三重）

バスが海中へ転落（北海道）

飯豊川へバス転落（岩手）

バスが崖下へ転落（山梨）

峠でバスが崖下へ転落（広島）

バスが海中へ転落（愛媛）

バスが崖下へ転落（福井）

発生年月日

１９６８年８月１８日

１９５０年１１月７日

１９５５年７月２４日

１９８５年１月２８日

１９５１年７月１５日

１９７５年１月１日

１９５０年２月１１日

１９９６年２月１０日

１９５０年４月１４日

１９７２年９月２３日

１９８９年７月１６日

２０１６年１月１５日

１９５０年１２月１８日

１９５４年１０月２４日

１９６２年１０月１７日

１９５５年５月１４日

１９７７年８月１１日

１９５３年８月１４日

１９５６年１月２８日

１９５６年９月９日
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業
用
自
動
車
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
死
者
の
数
で
は
、
全
体
の
約
一

二
％
が
事
業
用
自
動
車
の
事
故
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
。
事
業
用
自
動
車
の
総

数
は
、
自
動
車
総
数
の
う
ち
の
数
％
程
度
に
す
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事

故
件
数
や
死
者
数
の
割
合
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
こ
の
こ
と
は
事
業
用
自
動
車

の
事
故
防
止
・
安
全
対
策
の
推
進
が
、
社
会
に
と
っ
て
き
わ
め
て
喫
緊
の
課
題

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

事
業
用
自
動
車
が
引
き
起
こ
す
事
故
を
減
少
さ
せ
、
そ
れ
ら
よ
る
被
害
を
軽

減
す
る
こ
と
は
運
輸
安
全
政
策
の
き
わ
め
て
重
要
な
柱
で
あ
る
。
こ
れ
を
進
め

る
た
め
の
一
つ
と
し
て
、
一
四
年
六
月
に
事
業
用
自
動
車
事
故
調
査
委
員
会

（
自
動
車
事
故
調
）
が
設
置
さ
れ
た
。
自
動
車
事
故
調
は
、
常
設
機
関
で
は
あ

る
が
、
鉄
道
、
航
空
、
船
舶
の
事
故
調
査
を
行
う
運
輸
安
全
委
員
会
（
国
家
行

政
組
織
法
第
三
条
機
関
）
や
消
費
者
生
活
に
関
わ
る
事
故
調
査
を
行
っ
て
い
る

消
費
者
安
全
調
査
委
員
会
（
国
家
行
政
組
織
法
第
八
条
機
関
）
と
は
異
な
り
、

国
家
行
政
組
織
法
上
の
機
関
で
は
な
く
国
土
交
通
省
自
動
車
局
の
業
務
の
一
環

と
し
て
活
動
し
て
い
る
組
織
で
あ
る
。
現
在
、
設
置
か
ら
二
年
目
に
入
っ
て
い

る
が
、
一
年
目
、
二
年
目
と
も
自
動
車
局
か
ら
委
託
を
受
け
た
公
益
財
団
法
人

の
交
通
事
故
総
合
分
析
セ
ン
タ
ー
が
、
そ
の
任
に
あ
た
っ
て
い
る
。
当
調
査
委

員
会
は
、
年
間
四
万
数
千
件
発
生
し
て
い
る
事
業
用
自
動
車
が
関
係
す
る
事
故

の
う
ち
、
年
間
三
件
程
度
を
特
別
重
要
調
査
対
象
事
故
、
二
〇
件
程
度
を
重
要

調
査
対
象
事
故
、
さ
ら
に
一
〇
件
程
度
を
経
常
調
査
対
象
事
故
と
し
て
選
定

し
、
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
発
足
以
来
、
同
委
員
会
が
公
表
し
た
調
査
報
告
書

は
一
七
年
二
月
現
在
、
一
九
件
で
あ
る
。

事
業
用
自
動
車
の
安
全
管
理
を
主
管
し
て
い
る
の
は
国
土
交
通
省
で
あ
る
。

同
省
は
、
事
業
用
自
動
車
の
事
故
防
止
を
促
進
す
る
た
め
に
、
〇
九
年
三
月
に

「
事
業
用
自
動
車
総
合
安
全
プ
ラ
ン
二
〇
〇
九
」
を
策
定
し
た
（
一
四
年
に
中

間
見
直
し
）。
同
プ
ラ
ン
は
、
次
の
四
つ
を
達
成
す
べ
き
目
標
に
置
い
て
い
る
。

＊
一
〇
年
間
で
死
者
数
半
減
（
〇
八
年
の
五
一
三
人
を
一
八
年
に
二
五
〇
人

へ
）。

＊
一
〇
年
間
で
人
身
事
故
件
数
半
減
（
〇
八
年
の
五
万
六
〇
〇
〇
件
を
一
八

年
に
三
万
件
へ
）。

＊
飲
酒
運
転
ゼ
ロ
。

＊
危
険
ド
ラ
ッ
グ
等
薬
物
使
用
に
よ
る
運
行
の
絶
無
（
一
四
年
の
中
間
見
直

し
で
新
規
に
追
加
）

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
当
面
の
重
点
対
策
と
し
て
、

①
運
転
者
の
労
働
環
境
の
改
善
な
ど
事
業
者
に
お
け
る
安
全
体
質
の
確
立
、
②

監
査
体
制
の
強
化
な
ど
に
よ
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
徹
底
、
③
飲
酒
運
転
の

根
絶
や
危
険
ド
ラ
ッ
グ
等
薬
物
使
用
に
よ
る
運
行
の
絶
無
、
④
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ

ー
ダ
ー
、
デ
ジ
タ
ル
式
運
行
記
録
計
の
普
及
促
進
、
衝
実
突
被
害
軽
減
ブ
レ
ー

キ
な
ど
Ａ
Ｓ
Ｖ
技
術
の
普
及
加
速
、
ド
ラ
イ
バ
ー
異
常
対
応
シ
ス
テ
ム
な
ど
新

技
術
開
発
、
⑤
事
故
の
発
生
頻
度
の
高
い
交
差
点
の
改
良
や
歩
道
の
整
備
な
ど

道
路
交
通
環
境
の
改
善
、
⑥
各
種
情
報
を
活
用
し
た
事
故
防
止
対
策
の
推
進
、

な
ど
を
掲
げ
て
（
９
）

い
る
。

第
二
章

バ
ス
産
業
の
構
造

１

バ
ス
産
業
の
概
史

今
か
ら
一
〇
〇
年
以
上
も
前
の
一
九
〇
三
年
九
月
二
〇
日
に
、
京
都
市
で
民
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間
事
業
者
が
定
員
六
人
の
乗
合
自
動
車
を
走
ら
せ
た
の
が
、
日
本
に
お
け
る
バ

ス
事
業
の
始
ま
り
と
さ
れ
る
。
時
代
が
下
っ
て
一
九
八
七
年
に
、
バ
ス
業
界
が

こ
の
日
を
バ
ス
の
記
念
日
と
し
た
こ
と
か
ら
、
九
月
二
〇
日
が
「
バ
ス
の
日
」

と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

対
価
（
運
賃
）
を
徴
収
し
て
不
特
定
多
数
の
旅
客
を
運
送
す
る
の
が
バ
ス
産

業
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
前
記
の
と
お
り
乗
合
バ
ス
事
業
と
貸
切
バ
ス
事
業
と
に

大
別
さ
れ
る
。
乗
合
バ
ス
事
業
と
は
、
経
路
を
定
め
て
定
期
に
運
行
し
、
設
定

さ
れ
た
途
中
の
停
留
所
で
乗
客
が
乗
り
降
り
す
る
運
行
形
態
の
も
の
を
い
う
。

そ
れ
は
、
定
ま
っ
た
経
路
を
走
る
こ
と
か
ら
路
線
バ
ス
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

長
距
離
の
都
市
間
を
結
ぶ
、
い
わ
ゆ
る
高
速
バ
ス
も
乗
合
バ
ス
で
あ
る
。
一

方
、
貸
切
バ
ス
事
業
と
は
、
旅
行
業
者
等
が
集
め
た
旅
行
者
の
団
体
や
修
学
旅

行
の
生
徒
な
ど
を
運
送
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
個
別
の
団
体
等
と
運
送
の
契
約

を
結
び
、
貸
し
切
ら
れ
た
車
両
で
旅
客
を
運
送
す
る
事
業
の
こ
と
を
い
う
。
貸

切
バ
ス
は
乗
合
バ
ス
と
異
な
り
、
定
め
ら
れ
た
停
留
所
は
存
在
せ
ず
、
出
発
地

か
ら
目
的
地
ま
で
ド
ア
・
ツ
ー
・
ド
ア
の
運
送
を
行
う
点
に
特
徴
が
あ
る
。

バ
ス
が
最
も
隆
盛
を
誇
っ
た
の
は
一
九
六
〇
年
代
で
、
六
八
年
に
は
乗
合
バ

ス
の
年
間
輸
送
量
は
一
〇
一
億
人
に
も
達
し
た
。
日
本
の
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
は
高
度
経
済
成
長
期
の
一
九
六
〇
年
代
か
ら
本
格
化
す
る
が
、
自
家
用
自
動

車
が
未
だ
普
及
途
上
に
あ
っ
た
当
時
、
バ
ス
は
地
域
交
通
の
最
も
重
要
な
交
通

手
段
で
あ
り
、
全
国
的
に
濃
密
な
路
線
バ
ス
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
は
自
家
用
自
動
車
の
普
及
や
大
都
市
圏
内
に
お
け
る

地
下
鉄
を
中
心
と
す
る
鉄
軌
道
整
備
の
進
展
に
よ
っ
て
バ
ス
の
利
用
者
が
逸
走

し
て
い
き
、
二
〇
一
四
年
現
在
の
輸
送
量
は
乗
合
と
貸
切
を
あ
わ
せ
て
四
一
・

八
億
人
と
、
ピ
ー
ク
時
の
約
四
割
ま
で
減
少
し
た
。
全
国
各
地
の
乗
合
バ
ス
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
、
今
日
で
は
見
る
影
も
な
い
ほ
ど
縮
小
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
減
少
を
続
け
て
い
る
の
は
乗
合
旅
客
で
、
貸
切
旅
客
は
増
加
を

続
け
て
い
る
。
貸
切
旅
客
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
と
く
に
高
速
道
路
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
が
進
展
し
た
九
〇
年
代
以
降
の
伸
び
が
著
し
く
、
そ
の
輸

送
人
員
は
一
九
七
〇
年
度
を
一
〇
〇
と
す
る
と
二
〇
一
四
年
度
は
二
八
八
と
約

三
倍
に
増
加
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
た
と
え
ば
一
四
年
度
で
み
る
と
乗
合
バ
ス

の
輸
送
量
が
四
一
・
八
億
人
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
貸
切
バ
ス
の
そ
れ
は
三
・

三
億
人
に
す
ぎ
な
い
。
貸
切
バ
ス
の
輸
送
量
が
三
倍
に
増
加
し
た
と
し
て
も
、

バ
ス
輸
送
量
に
占
め
る
割
合
が
小
さ
い
た
め
、
バ
ス
全
体
の
輸
送
量
は
減
少
の

一
途
を
辿
っ
て
い
る
の
で
（
１０
）

あ
る
。

一
九
六
三
年
に
名
神
高
速
道
路
の
尼
崎
〜
栗
東
間
（
約
七
〇
キ
ロ
）
で
、
日

本
で
初
の
高
速
道
路
が
開
通
し
た
。
こ
れ
は
、
高
速
鉄
道
時
代
の
幕
開
け
と
な

っ
た
東
海
道
新
幹
線
の
開
業
の
一
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
全
国
的
に

高
速
道
路
（
高
速
自
動
車
国
道
）
の
建
設
が
進
み
、
八
一
年
に
は
そ
の
延
長
距

離
は
三
〇
〇
〇
キ
ロ
を
超
え
、
今
日
で
は
供
用
中
延
長
は
八
七
六
八
キ
ロ
、
事

業
中
延
長
は
六
六
〇
キ
ロ
と
な
っ
た
（
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
五
日
（
１１
）

現
在
）。

鉄
道
や
航
空
機
で
の
移
動
の
場
合
、
駅
や
空
港
か
ら
最
終
目
的
地
ま
で
別
の
交

通
手
段
の
手
配
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
、
バ
ス
は
ド
ア
・
ツ
ー
・
ド
ア
で
移

動
で
き
る
強
み
を
持
つ
。
加
え
て
高
速
道
路
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
の
進
展
に

よ
っ
て
、
自
動
車
に
よ
る
長
距
離
移
動
に
お
い
て
大
幅
な
時
間
短
縮
が
可
能
と

な
っ
た
。
貸
切
バ
ス
の
旅
客
が
著
し
く
増
加
し
た
背
景
に
は
、
以
上
の
よ
う
な

事
情
が
あ
る
。

貸
切
バ
ス
に
加
え
て
、
高
速
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拡
充
と
と
も
に
、
新
し

い
輸
送
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
登
場
し
た
の
が
都
市
間
高
速
バ
ス
で
あ
る
。
都
市
間

高
速
バ
ス
は
、
鉄
道
や
航
空
機
と
比
べ
て
移
動
に
要
す
る
時
間
は
か
か
る
が
、

一
般
的
に
運
賃
は
安
い
。
地
方
圏
の
鉄
道
路
線
の
多
く
は
明
治
・
大
正
時
代
の
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国
土
の
利
用
形
態
と
技
術
水
準
の
も
と
で
敷
設
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
大
き
く
迂

回
す
る
ル
ー
ト
で
都
市
間
が
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
も
、
ロ
ー
カ

ル
鉄
道
の
表
定
速
度
は
遅
い
。
こ
の
た
め
、
高
速
道
路
を
走
行
す
る
バ
ス
は
、

運
賃
差
に
加
え
て
、
時
間
的
に
も
鉄
道
よ
り
早
い
場
合
も
あ
る
。
こ
う
し
た
こ

と
か
ら
都
市
間
高
速
バ
ス
は
、
そ
の
登
場
以
来
、
利
用
者
の
大
き
な
支
持
を
得

て
幹
線
交
通
手
段
の
一
つ
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
き
た
。

都
市
間
高
速
バ
ス
の
普
及
は
、
や
が
て
夜
行
の
長
距
離
バ
ス
と
い
う
新
し
い

サ
ー
ビ
ス
形
態
を
生
み
出
し
た
。
そ
の
嚆
矢
は
、
一
九
六
九
年
六
月
か
ら
営
業

を
開
始
し
た
国
鉄
の
ド
リ
ー
ム
号
で
あ
る
。
最
初
は
東
京
〜
大
阪
間
で
運
行
さ

れ
て
い
た
が
、
東
京
〜
京
都
間
や
東
京
〜
名
古
屋
間
で
も
運
行
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
全
国
的
に
普
及
し
て
い
っ
た
。
現
在
で
は
民
営
バ
ス
を
含
め
て
全
国
各

地
で
夜
行
バ
ス
が
運
行
さ
れ
て
い
る
。

長
距
離
夜
行
バ
ス
の
登
場
は
、
一
方
で
バ
ス
運
転
者
に
厳
し
い
労
働
環
境
を

強
い
る
こ
と
に
な
っ
た
。
昼
間
は
活
動
し
、
夜
間
は
睡
眠
を
と
る
と
い
う
の
が

人
間
の
一
般
的
な
活
動
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
本
来
な
ら
休
息
す
べ
き
夜
間
に
、

眠
ら
ず
に
バ
ス
の
運
転
に
従
事
す
る
こ
と
自
体
が
過
酷
な
労
働
で
あ
る
。
大
熊

輝
雄
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
自
動
車
事
故
の
直
接
的
な
原
因
の
多
く
は

「
居
眠
り
運
転
」
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
要
因
に
よ
る
も
の
で
（
１２
）

あ
る
。

交
通
事
故
総
合
分
析
セ
ン
タ
ー
は
毎
年
、
バ
ス
を
含
む
高
速
道
路
お
よ
び
指

定
自
動
車
専
用
道
路
に
お
け
る
時
間
別
死
亡
事
故
発
生
件
数
を
公
表
し
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
四
年
中
に
発
生
し
た
一
八
九
件
の
死
亡
事
故
は
、
午

前
〇
時
か
ら
午
前
六
時
の
深
夜
・
早
朝
時
間
帯
に
そ
の
三
六
％
が
、
午
前
六
時

か
ら
正
午
ま
で
の
午
前
中
に
二
〇
％
が
、
正
午
か
ら
一
八
時
ま
で
の
午
後
に
二

三
％
が
、
そ
し
て
一
八
時
か
ら
午
前
〇
時
ま
で
の
夜
間
に
二
一
％
が
発
生
し
て

（
１３
）

い
る
。
つ
ま
り
、
死
亡
事
故
が
多
発
し
て
い
る
最
も
危
険
な
時
間
帯
は
午
前
〇

時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
の
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
先
述
し
た
大
熊
輝
雄
は
、

今
か
ら
三
〇
年
前
に
「
運
転
の
時
間
帯
が
居
眠
り
運
転
と
密
接
な
関
係
が
あ
る

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
高
速
道
路
に
お
け
る
交
通
事
故
発
生
率
が
午
前

〇
時
〜
八
時
に
多
く
、
と
く
に
午
前
二
〜
四
時
に
多
い
こ
と
は
、
さ
き
に
述
べ

た
よ
う
に
、
概
日
リ
ズ
ム
で
体
温
の
最
低
点
付
近
で
ね
む
け
が
最
も
強
く
な
る

と
い
う
事
実
に
一
致
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
間
帯
に
は
運
転
を
せ

ず
、
仮
眠
時
間
に
当
て
る
の
が
安
全
で
（
１４
）

あ
る
」
と
指
摘
し
た
。
こ
の
大
熊
の
指

摘
は
三
〇
年
経
っ
た
現
在
で
も
、
盤
石
の
重
み
が
あ
る
。

一
二
年
の
関
越
道
事
故
は
午
前
四
時
四
〇
分
、
一
六
年
の
軽
井
沢
ス
キ
ー
バ

ス
事
故
も
午
前
一
時
五
五
分
頃
に
発
生
し
て
い
る
。
高
速
夜
行
バ
ス
の
普
及

は
、
安
価
な
都
市
間
移
動
を
可
能
に
し
た
と
い
う
点
で
消
費
者
ニ
ー
ズ
に
応
え

た
面
は
あ
る
も
の
の
、
リ
ス
ク
の
高
い
変
則
的
な
深
夜
の
運
転
労
働
を
生
み
出

し
た
と
い
う
点
で
無
視
で
き
な
い
負
の
側
面
も
あ
る
と
い
う
こ
と
も
見
て
お
く

必
要
が
あ
る
。

な
お
、
都
市
間
を
結
ぶ
鉄
道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
充
実
し
て
い
る
国
は
さ
ほ
ど

多
く
な
い
。
そ
の
た
め
、
大
半
の
発
展
途
上
国
、
そ
し
て
先
進
国
に
お
い
て
さ

え
、
公
共
交
通
機
関
の
う
ち
都
市
間
旅
客
輸
送
の
主
役
を
担
っ
て
い
る
の
は
バ

ス
で
あ
る
。

２

バ
ス
産
業
の
構
造

�

バ
ス
事
業
者
の
規
模

各
モ
ー
ド
に
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
あ
る
よ
う
に
、
運
輸
産
業
は
一
様
で
は
な

い
。
総
じ
て
鉄
道
や
航
空
、
海
運
事
業
は
資
本
集
約
的
で
あ
り
、
一
方
、
事
業

用
自
動
車
事
業
は
労
働
集
約
的
で
あ
る
。
前
者
は
比
較
的
大
規
模
事
業
者
が
多

特集２ 運輸産業の安全と労働問題

77



い
の
に
対
し
、
後
者
の
事
業
用
自
動
車
事
業
に
お
い
て
は
中
小
零
細
規
模
の
事

業
者
が
多
い
。
以
下
、
バ
ス
事
業
に
つ
い
て
そ
の
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
乗
合
バ
ス
で
あ
る
が
、
一
四
年
度
現
在
、
民
営
二
一
四
三
、
公
営
二

八
、
両
者
を
あ
わ
せ
て
二
一
七
一
の
事
業
者
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
七

〇
％
強
に
当
た
る
一
五
一
八
事
業
者
が
、
所
有
車
両
数
一
〇
両
未
満
の
事
業
者

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
〇
両
か
ら
三
〇
両
未
満
の
事
業
者
は
二
七
三
で
、
こ
れ

ら
を
合
算
す
る
と
約
八
五
％
の
事
業
者
が
三
〇
両
未
満
の
小
規
模
事
業
者
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
三
〇
〇
両
を
超
え
る
事
業
者
は
わ
ず
か
八
三
者
で
、

全
体
の
四
％
程
度
に
す
ぎ
な
い
。

乗
合
バ
ス
路
線
の
縮
小
が
進
み
、
他
方
で
都
市
間
高
速
バ
ス
が
本
格
的
な
発

展
を
見
せ
始
め
て
い
た
一
九
八
〇
年
代
の
初
め
に
は
、
民
営
約
三
〇
〇
、
公
営

約
六
〇
、
あ
わ
せ
て
約
三
六
〇
の
乗
合
バ
ス
事
業
者
が
存
在
し
て
い
た
。
当
時

と
比
較
す
る
と
輸
送
量
は
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
者

数
は
約
四
倍
に
増
加
し
て
い
る
。
縮
小
し
て
い
る
需
要
を
多
く
の
事
業
者
で
分

け
合
う
わ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
だ
け
一
事
業
者
当
た
り
の
営
業
収
入
は
低
下
せ
ざ

る
を
え
な
く
な
る
。
今
日
の
バ
ス
が
抱
え
る
様
々
な
問
題
点
を
突
き
詰
め
て
い

く
と
、
こ
の
点
に
い
き
つ
く
。

な
お
、
乗
合
バ
ス
事
業
者
の
総
数
は
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
が
、
公
営
事
業

者
の
そ
れ
は
逆
に
半
減
し
て
い
る
。
公
営
の
バ
ス
事
業
は
、
地
方
公
営
企
業
形

態
で
運
営
さ
れ
て
い
る
も
の
が
大
半
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
推
進
さ

れ
た
民
営
化
に
よ
っ
て
、
公
営
バ
ス
が
次
々
と
廃
止
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
、

半
減
し
た
要
因
で
あ
る
。

次
に
、
従
業
員
規
模
別
に
見
て
み
る
と
、
一
〇
人
ま
で
の
事
業
者
が
一
二
五

八
と
全
体
の
約
六
割
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
に
三
〇
人
ま
で
の
事
業
者
を
加
え

る
と
全
体
の
七
七
％
が
小
規
模
事
業
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
業
界
が
、

き
わ
め
て
零
細
な
事
業
構
造
に
あ
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
（
第
９

表
）。し

か
し
、
こ
う
し
た
零
細
構
造
は
、
貸
切
バ
ス
事
業
の
ほ
う
が
さ
ら
に
顕
著

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
四
年
度
現
在
、
四
五
一
二
の
貸
切
バ
ス
事
業
者
が
存

在
す
る
が
、
そ
の
う
ち
六
七
％
が
一
〇
両
ま
で
の
事
業
者
で
、
こ
れ
に
三
〇
両

未
満
の
も
の
を
加
え
る
と
、
全
体
の
九
四
％
が
三
〇
両
未
満
の
事
業
者
と
な

る
。
一
方
、
一
〇
〇
両
を
超
え
る
事
業
者
は
、
全
体
の
一
％
に
も
満
た
な
い
一

四
者
し
か
存
在
し
て
い
な
い
。
従
業
員
規
模
別
に
み
て
も
、
一
〇
人
ま
で
の
零

細
事
業
者
が
全
体
の
五
三
％
に
当
た
る
二
三
九
九
者
で
、
こ
れ
に
一
〇
人
以
上

三
〇
人
未
満
ま
で
の
一
五
二
八
の
事
業
者
を
加
え
る
と
、
全
体
の
八
七
％
が
三

〇
人
未
満
の
事
業
規
模
の
下
に
あ
る
（
第
１０
表
）。

貸
切
バ
ス
に
つ
い
て
も
一
九
八
〇
年
代
初
頭
の
状
況
を
み
て
お
く
と
、
当

時
、
民
営
事
業
者
は
約
七
三
〇
、
公
営
事
業
者
は
約
五
〇
で
、
あ
わ
せ
て
七
八

〇
余
り
で
あ
っ
た
。
現
在
は
当
時
と
比
較
す
る
と
、
事
業
者
数
は
約
六
倍
に
増

加
し
て
い
る
。
と
く
に
、
二
〇
〇
〇
年
の
改
正
道
路
運
送
法
の
施
行＝

貸
切
バ

ス
の
規
制
緩
和
以
降
の
増
加
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
の
点
を
含
め
、
二
〇
〇
〇
年

の
規
制
緩
和
が
バ
ス
事
業
へ
与
え
た
影
響
は
後
述
す
る
。

�

バ
ス
事
業
の
費
用
構
成
と
収
支
状
況

大
都
市
部
と
そ
の
他
の
エ
リ
ア
で
多
少
の
違
い
は
あ
る
が
、
全
国
平
均
を
み

る
と
バ
ス
事
業
の
費
用
構
成
は
第
１１
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
運
送

費
の
な
か
に
占
め
る
人
件
費
の
割
合
は
、
乗
合
バ
ス
が
約
五
四
％
、
貸
切
バ
ス

が
約
四
五
％
と
な
っ
て
い
る
（
二
〇
一
三
年
度
）。
同
じ
事
業
用
自
動
車
で
あ

る
タ
ク
シ
ー
の
場
合
は
、
原
価
に
占
め
る
人
件
費
の
割
合
は
約
七
〇
％
で
あ

る
。
一
方
、
典
型
的
な
装
置
産
業
で
あ
る
鉄
道
は
、
企
業
規
模
に
よ
っ
て
異
同
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は
あ
る
が
三
〇
〜
四
〇
％
程
度
で
あ
る
。
バ
ス

は
、
タ
ク
シ
ー
ほ
ど
は
高
く
は
な
い
も
の
の
、

鉄
道
と
比
較
す
る
と
費
用
構
成
に
お
い
て
人
件

費
の
割
合
が
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と

は
、
経
営
収
支
が
悪
化
し
た
場
合
、
合
理
化
の

対
象
が
装
置
で
は
な
く
、
人
件
費
に
向
か
い
が

ち
と
な
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

実
際
、
規
制
緩
和
を
契
機
に
参
入
企
業
が
増

大
し
、
一
事
業
者
当
た
り
の
営
業
収
益
が
低
下

す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
運
転
者
の
身
分
を

正
社
員
か
ら
非
正
規
雇
用
の
そ
れ
に
切
り
替
え

る
事
業
者
が
増
加
し
た
。
こ
れ
は
民
営
事
業
者

だ
け
に
と
ど
ま
る
話
で
は
な
く
、
公
営
で
あ
る

が
ゆ
え
に
赤
字
路
線
の
廃
止
を
進
め
に
く
い
公

営
事
業
者
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
の
一

例
と
し
て
、
青
森
県
八
戸
市
交
通
局
（
市
営
バ

ス
）
の
職
員
構
成
に
関
す
る
第
１２
表
を
示
す
。

と
く
に
運
転
職
の
欄
に
注
目
す
る
と
、
一
七
〇

人
の
運
転
者
中
、
実
に
八
割
以
上
の
一
四
四
人

の
運
転
者
が
、
賃
金
・
処
遇
が
正
規
職
員
よ
り

も
大
き
く
劣
る
嘱
託
な
い
し
臨
時
職
員
で
あ

る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
八
戸
市
に
限
ら
ず
北

九
州
市
や
そ
の
他
の
公
営
バ
ス
事
業
者
で
も
一

般
的
に
な
っ
て
（
１５
）

い
る
。

次
に
、
バ
ス
事
業
の
収
支
状
況
を
み
て
お

第９表 乗合バス事業者の規模

従業員数規模別

構成比

１００％

５９．３

１７．９

６．０

５．５

６．８

１．８

１．７

０．８

０．１

〔出所〕 国土交通省自動車局監修『平成２８年版 数字でみる自動車』日本自動車会議所、２０１６年６
月、２９頁。

事業者数

２，１２０

１，２５８

３７９

１２８

１１８

１４４

３９

３５

１７

２

区 分

合 計

１００．０％

１０人まで

３０人まで

５０人まで

１００人まで

３００人まで

５００人まで

１０００人まで

２０００人まで

２０００人以上

車両規模別

構成比

１００％

７１．６

１２．９

３．９

４．２

３．４

１．５

１．２

１．３

事業者数

２，１２０

１，５１８

２７３

８４

９０

７２

３１

２５

２７

区 分

合 計

１００．０％

１０両まで

３０両まで

５０両まで

１００両まで

２００両まで

３００両まで

５００両まで

５０１両以上

第１０表 貸切バス事業者の規模

従業員数規模別

構成比

１００％

５３．２

３３．９

６．４

４．５

１．８

０．２

〔出所〕 国土交通省自動車局監修『数字でみる自動車』３０頁。

事業者数

４，５１２

２，３９９

１，５２８

２９１

２０３

８３

８

区 分

合 計

１００．０％

１０人まで

３０人まで

５０人まで

１００人まで

３００人まで

３０１人以上

車両規模別

構成比

１００％

６７．４

２６．５

４．０

１．８

０．３

事業者数

４，５１２

３，０４１

１，１９６

１７９

８２

１４

区 分

合 計

１００．０％

１０両まで

３０両まで

５０両まで

１００両まで

１００両以上
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第６図 大都市部とその他地域別の経営収支率の推移

〔出所〕 日本バス協会『２０１５年版 日本のバス事業５４』２０１６年３月、１５頁。

１４

大都市部

８９．８

８９．５
８９．１

８９．７
８９．１

８８．２８８．４ ８８．９ ８８．７ ８８．４ ８８．０ ８８．０ ８８．２ ８７．７ ８７．３
８８．３

８７．６
８６．８

９０．２

９２．７

９４．９ ９５．４
９６．３ ９６．３ ９６．６ ９５．８９６．０

９７．６ ９７．４

９９．５
１００．９１０１．３

９０．７
９２．０ ９２．６

９３．０ ９２．９ ９３．０ ９２．５ ９２．７９３．４
９３．２

９４．８ ９５．２９５．２

１００

９０

（％）

計

その他
地 域

８０

７０
（年度）

１３１２１１１００９０８０７０６０５０４０３０２０１２０００

第１１表 バス事業の運送費構成（２０１３年度）

貸切バス

４４．５％

１２．９％

６．２％

７．０％

２９．４％

〔出所〕 国土交通省自動車局編『自動車運送事業経営指標』（２０１５年版）日本自動車会議所、２０１６年
６月、３４、３５、８３頁をもとに作成。

乗合バス

５３．９％

１１．４％

５．７％

６．１％

２２．８％

人件費

燃料費

車両修繕費

車両償却費

その他

第１２表 八戸市交通局（市営バス）の職員構成

合計

４０

７

１７０

２１７

〔注〕２０１５年４月１日現在。
〔出所〕 八戸市交通部概要 http://www.city.hachinohe.aomori.jp/bus/gaiyo/nenpyo.html（２０１７年

２月１０日アクセス）。

臨時

７

０

７

１４

嘱託

０

３

１３７

１４０

職員

３３

４

２６

６３

職 種

事 務

技 工

運 転

合 計
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く
。
ま
ず
、
乗
合
バ
ス
事
業
だ
が
、
輸
送
量
の
減
少
に
伴
い
民
営
、
公
営
を
問

わ
ず
多
く
の
事
業
者
が
厳
し
い
経
営
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
第
６
図
は
、

二
〇
〇
〇
年
以
降
の
乗
合
バ
ス
の
経
営
収
支
率
の
推
移
を
見
た
も
の
で
あ
る
。

「
大
都
市
部
」
と
「
そ
の
他
地
域
」
に
分
け
て
見
て
み
る
と
、
直
近
の
「
大
都

市
部
」
は
別
と
し
て
い
ず
れ
も
経
営
収
支
率
は
一
〇
〇
を
切
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
個
別
の
事
業
者
で
黒
字
を
計
上
し
て
い
る
事
業
者
は
あ
る
も
の
の
、
乗
合

バ
ス
事
業
全
体
と
し
て
は
赤
字
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、「
大
都
市
部
」
の

事
業
者
の
そ
れ
は
回
復
傾
向
に
は
あ
る
。
一
方
、「
そ
の
他
地
域
」
の
そ
れ
は

小
幅
と
は
い
え
悪
化
の
ト
レ
ン
ド
が
続
い
て
い
る
。「
そ
の
他
地
域
」
に
お
け

る
バ
ス
輸
送
の
落
ち
込
み
が
大
き
い
こ
と
が
、
経
営
収
支
率
の
さ
ら
な
る
悪
化

を
呼
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

バ
ス
、
タ
ク
シ
ー
、
ト
ラ
ッ
ク
事
業
者
は
、
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
報
告

規
則
な
ら
び
に
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
報
告
規
則
に
基
づ
き
、
監
督
官
庁
で
あ

る
国
土
交
通
省
へ
毎
年
、「
事
業
報
告
書
」
を
提
出
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ

れ
ら
報
告
書
の
全
体
は
外
部
に
は
公
開
さ
れ
て
い
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
乗
合

と
貸
切
を
合
わ
せ
て
六
六
〇
〇
余
り
の
全
バ
ス
事
業
者
に
つ
い
て
、
黒
字
経
営

で
あ
る
の
か
、
又
は
赤
字
経
営
で
あ
る
の
か
を
知
り
う
る
デ
ー
タ
は
公
表
さ
れ

て
い
な
い
。
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
同
省
は
毎
年
、
全
体
あ
る
い
は
地

域
別
動
向
を
把
握
す
る
の
に
足
り
る
と
認
め
ら
れ
る
程
度
の
抽
出
規
模
で
「
事

業
報
告
書
」
の
デ
ー
タ
を
集
計
し
た
「
自
動
車
運
送
事
業
経
営
指
標
」
を
取
り

ま
と
め
、
公
表
し
て
い
る
。
直
近
の
一
三
年
度
の
場
合
、
一
七
二
事
業
者
（
民

営
一
五
四
、
公
営
一
八
）
が
抽
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
経
常
利
益
を
計
上

で
き
た
事
業
者
は
四
八
（
民
営
四
五
、
公
営
三
）
で
、
経
常
損
失
を
出
し
た
事

業
者
は
一
二
四
（
民
営
一
〇
九
、
公
営
一
五
）
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
約
七
割

の
事
業
者
が
赤
字
で
あ
っ
た
。

第１３表 貸切バス事業の収支状況

経常収支率

１０６．４％

１０３．９％

１０５．９％

１０６．２％

〔注〕１）（ ）は前年度。
２） 事業者は前年度と入れ替えがある。
３） 端数処理を行っているため、計が一致しない場合がある。

〔出所〕 日本バス協会、前掲、４７頁。

経常損益

９６

（２０）

３

（△８）

２８

（１）

６５

（２０）

経常費用

１，５１２

（１，４２９）

７９

（９５．４）

４７７

（４５１）

９５６

（８８２）

経常収入

１，６０８

（１４９９

８２

（７８）

５０５

（４５２）

１，０２１

（９０２）

事業者

計

４０７

（４０１）

１１３

（１２８）

１９８

（１８５）

９６

（８８）

赤字

９９

（１６１）

３４

（５６）

４８

（７７）

１７

（２８）

黒字

３０８

（２４０）

７９

（７２）

１５０

（１０８）

７９

（６０）

計

１０両以下

１１～３０両

３１両以上
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一
方
、
貸
切
バ
ス
に
つ
い
て
は
、
日
本
バ
ス
協
会
が
会
員
事
業
者
を
抽
出
し

て
整
理
し
た
第
１３
表
に
よ
り
概
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

抽
出
さ
れ
た
四
〇
七
事
業
者
の
う
ち
で
黒
字
の
者
は
三
〇
八
、
一
方
、
赤
字
の

者
は
九
九
で
あ
っ
た
。
第
１３
表
が
示
す
よ
う
に
、
必
ず
し
も
小
規
模
事
業
者
だ

か
ら
と
い
っ
て
赤
字
を
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
赤
字
事
業
者
全
体
に
占

め
る
割
合
は
一
一
〜
三
〇
両
の
中
規
模
事
業
者
が
最
も
高
い
。

な
お
、
貸
切
バ
ス
の
経
常
収
支
率
を
み
る
と
一
〇
〇
を
超
え
て
お
り
、
乗
合

バ
ス
に
比
べ
る
と
わ
ず
か
と
は
い
え
事
業
全
体
で
は
経
常
利
益
が
計
上
で
き
て

い
る
状
況
に
あ
る
。

�

バ
ス
事
業
の
経
営
収
支
率
回
復
の
要
因

す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
バ
ス
輸
送
量
は
一
九
六
八
年
を
ピ
ー
ク
に
減
少
局

面
に
入
っ
て
お
り
、
今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
も
そ
の
傾
向
は
続
い
て
い
る
。
こ

れ
に
起
因
し
て
乗
合
バ
ス
事
業
全
体
の
営
業
収
入
は
、
二
〇
〇
〇
年
度
に
は
一

兆
五
一
〇
億
円
で
あ
っ
た
の
が
〇
二
年
度
に
は
一
兆
円
を
割
り
込
み
、
一
〇
年

度
は
九
二
九
八
億
円
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ

乗
合
バ
ス
事
業
は
「
そ
の
他
の
地
域
」
は
別
と
し
て
、
経
営
収
支
率
を
改
善
で

き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
貸
切
バ
ス
事
業
も
輸
送
量
は
伸
ば
し
て
い
る

も
の
の
、
業
界
全
体
の
営
業
収
入
は
二
〇
〇
〇
年
度
の
五
〇
九
九
億
円
か
ら
一

〇
年
度
に
は
四
三
三
四
億
円
ま
で
減
少
し
て
い
る
。
競
争
の
激
化
に
よ
り
収
受

す
る
運
賃
額
が
低
下
す
る
な
か
で
、
な
ぜ
貸
切
バ
ス
事
業
は
経
常
収
支
を
黒
字

に
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
か
。

も
ち
ろ
ん
、
事
業
者
は
、
バ
ス
の
買
い
替
え
時
期
を
延
長
す
る
こ
と
で
運
送

費
の
な
か
で
大
き
な
割
合
を
占
め
る
車
両
費
の
節
減
を
図
る
な
ど
の
経
費
削
減

対
策
は
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
最
も
大
き
な
経
費
削
減
策
は
人
件
費
の
カ
ッ

第１４表 都市交通労働者の平均賃金（１９８６年１月分の実績）

平均賃金（円）

３８９，６４１

３４７，５４１

３８８，５４７

２００，３７６

３３６，６１４

２４４，２１０

３７５，７２３

３７３，０９０

〔注〕 平均賃金には超勤手当などの基準外賃金を含む。バス車掌はバスガイドを含む。
〔出所〕 日本都市交通労働組合『都市交通ハンドブック』１９８６年版、１６－１７頁より作成。

平均勤続（年）

２３．２

１９．６

１７．７

７．８

１５．４

７．５

２０．８

１９．１

平均年齢（歳）

４５．２

４０．６

４４．７

２６．５

３６．２

２７．５

４４．０

４３．２

職 種

事 務

技術・技工

バス運転士

バス車掌

高速運転士

高速車掌

駅務員

平 均
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ト
で
あ
る
。
巻
頭
色
刷
り
第
８
図
は
、
過
去
一
五
年
間
の
乗
合
バ
ス
、
貸
切
バ

ス
、
タ
ク
シ
ー
の
従
業
員
一
人
当
た
り
の
人
件
費
の
推
移
を
み
た
も
の
で
あ

る
。
乗
合
バ
ス
の
そ
れ
は
一
九
九
八
年
と
比
較
し
て
二
〇
一
三
年
は
約
七
割

に
、
貸
切
バ
ス
は
約
八
割
に
、
ま
た
タ
ク
シ
ー
も
八
割
程
度
に
落
ち
込
ん
で
い

る
。
前
述
し
た
と
お
り
、
労
働
集
約
産
業
で
あ
る
バ
ス
事
業
に
あ
っ
て
は
、
経

営
合
理
化
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
人
件
費
に
向
け
ら
れ
や
す
い
。
規
制
緩
和
後
の
経

営
収
支
の
悪
化
を
回
避
す
る
方
策
と
し
て
、
バ
ス
な
ら
び
に
タ
ク
シ
ー
事
業
に

お
い
て
広
く
採
用
さ
れ
た
手
法
が
人
件
費
の
節
約
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
バ
ス

事
業
の
経
営
収
支
率
を
回
復
さ
せ
た
最
も
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
。

一
九
九
〇
年
代
の
半
ば
頃
ま
で
、
労
働
は
厳
し
い
も
の
の
、
バ
ス
運
転
者
の

賃
金
水
準
は
全
産
業
平
均
の
そ
れ
よ
り
も
高
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
業
界

に
は
人
手
が
集
ま
っ
て
い
た
。
当
時
、
バ
ス
運
転
者
の
労
働
条
件
を
け
ん
引
し

た
の
は
公
営
バ
ス
の
運
転
者
た
ち
だ
っ
た
。
第
１４
表
は
、
都
市
交
通
労
働
者
の

一
九
八
六
年
一
月
分
の
平
均
賃
金
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
は
、
バ
ス
運

転
者
の
賃
金
は
、
高
速
（
地
下
鉄
）
の
運
転
士
の
そ
れ
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い

水
準
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
九
〇
年
代
以
降
、
地
方
行
革
、
民
営
化
の
進
展
の

な
か
で
、
公
営
バ
ス
運
転
者
の
労
働
条
件
は
切
り
下
げ
ら
れ
、
今
日
で
は
ピ
ー

ク
時
に
比
べ
て
大
き
く
落
ち
込
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
公
営
バ
ス
運
転
者
の
賃

金
の
低
下
は
民
営
バ
ス
へ
も
波
及
し
、
民
営
バ
ス
運
転
者
の
賃
金
水
準
も
巻
頭

色
刷
り
第
８
図
の
と
お
り
低
下
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
章

バ
ス
運
転
者
の
労
働
と
規
制

１

交
通
労
働
の
特
徴
と
労
働
条
件

運
輸
産
業
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
担
い
手
で
あ
る
交
通
労
働
者
の
存
在
な
く

し
て
は
成
立
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
運
輸
産
業
を
研
究
対
象
と
し
て
い
る
支
配

的
な
交
通
経
済
学
や
交
通
論
に
お
い
て
、
交
通
労
働
の
問
題
が
正
当
に
扱
わ
れ

て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
分
野
の
代
表
的
な
学
会
に
日
本
交
通
学
会
（
会

員
数
約
四
五
〇
人
）
が
あ
る
が
、
会
員
の
な
か
で
交
通
労
働
を
専
門
に
し
て
い

る
者
は
数
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
発
刊
さ
れ
た
交
通
論
の
代
表
的
な

テ
キ
ス
ト
を
開
い
て
み
て
も
、
交
通
労
働
の
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
る
も
の
は
き

わ
め
て
わ
ず
か
で
あ
る
。
日
本
交
通
学
会
は
、
一
一
年
に
学
会
の
総
力
を
上
げ

て
『
交
通
経
済
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
白
桃
書
房
）
を
公
刊
し
た
が
、
そ
こ
で
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
一
八
一
の
項
目
の
な
か
に
も
交
通
労
働
に
関
わ
る
も
の
は

な
い
。

一
般
に
、
交
通
労
働
は
利
用
者
や
荷
主
へ
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
必
要
上
、
不

規
則
・
夜
間
労
働
、
祝
祭
日
勤
務
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
ま
た
、
拘
束
時
間
が
長

時
間
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
不
規
則
で
長
時
間
に
及
ぶ
労

働
は
、
運
転
者
の
過
労
に
よ
る
居
眠
り
運
転
や
漫
然
運
転
を
招
き
や
す
く
、
事

故
の
遠
因
と
も
な
る
。
鉄
道
の
現
場
で
も
運
転
士
が
乗
務
中
に
睡
魔
に
襲
わ
れ

る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
運
転
士
の
過
労
に
起
因
す
る
エ
ラ
ー
を

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
保
安
シ
ス
テ
ム
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
多
く
の
鉄
道
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会
社
に
は
運
転
士
が
居
眠
り
等
に
よ
り
赤
信
号
を
見
落
と
し
た
場
合
、
列
車
を

強
制
的
に
停
止
さ
せ
る
Ａ
Ｔ
Ｓ
（
自
動
列
車
停
止
装
置
）
が
普
及
し
て
い
る
。

し
か
し
、
道
路
上
を
走
行
す
る
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー
・
ト
ラ
ッ
ク
の
場
合
は
、
か

か
る
保
安
装
置
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
居
眠
り
運
転
や
過
労
に
よ
る
前

方
不
注
意
は
た
ち
ま
ち
重
大
事
故
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
。
事
業
用
自
動
車
の

運
転
者
に
対
し
て
、
特
別
な
労
働
規
制
を
行
い
、
過
労
運
転
等
の
防
止
に
努
め

る
必
要
が
あ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

運
輸
産
業
は
、
か
ね
て
か
ら
過
労
死
の
「
御
三
家
」
の
一
つ
と
さ
れ
て
き
た

よ
う
に
、
労
災
や
過
労
死
が
多
い
業
種
で
あ
る
。
厚
生
労
働
省
は
、
〇
二
年
か

ら
毎
年
、
過
重
な
労
働
が
原
因
で
発
症
し
た
脳
・
心
臓
疾
患
や
、
労
働
に
よ
る

強
い
ス
ト
レ
ス
な
ど
が
原
因
で
発
病
し
た
精
神
障
害
の
状
況
に
つ
い
て
、
労
災

請
求
件
数
や
労
災
保
険
の
支
給
決
定
件
数
な
ど
を
公
表
し
て
い
る
。「
過
労
死

等
の
労
災
補
償
状
況
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
第

１５
表
の
と
お
り
、
大
分
類
業
種
で
「
運
輸
業
、
郵
便
業
」
は
請
求
件
数
、
決
定

件
数
と
も
最
も
多
い
業
種
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
中
分
類
を
見
て
み
る
と
、

「
運
輸
業
、
郵
便
業
」
の
な
か
の
「
道
路
貨
物
運
送
業
」
が
請
求
件
数
一
三
三

件
、
支
給
決
定
件
数
八
二
件
（
一
五
年
度
）
と
す
べ
て
の
分
類
中
で
最
多
で

（
１６
）

あ
る
。

加
え
て
、
交
通
労
働
に
は
そ
の
「
分
散
性
と
移
動
性
」
か
ら
く
る
特
質
が
あ

る
。
交
通
論
体
系
の
な
か
に
交
通
労
働
の
重
要
性
を
位
置
づ
け
て
い
た
数
少
な

い
交
通
経
済
学
者
の
一
人
で
あ
っ
た
故
・
平
井
都
士
夫
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
他
の
物
的
生
産
で
は
、
労
働
は
一
般
に
空
間
的
に
集
中
し
た
一
定
の
固
定
的
場
所

（
工
場
や
鉱
山
、
農
場
な
ど
）
で
行
わ
れ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
交
通
労
働
は
、
分
散
し

た
地
域
で
、
個
人
あ
る
い
は
小
集
団
で
、
し
か
も
乗
務
労
働
の
場
合
に
は
移
動
す
る
運
搬

第１５表 脳・心臓疾患の業種別請求・決定・支給決定件数

２０１５年度

うち支給
決定件数

１（０）

３４（２）

２８（０）

９６（３）

３５（３）

２（０）

０（０）

５（２）

１１（０）

２２（０）

１７（１）

２５１（１１）

〔注〕１．業種については、「日本標準産業分類」により分類している。
２．「その他の事業（上記以外の事業）」に分類されているのは、不動産業、他に分類されないサ
ービス業などである。

３．（ ）内は女性の件数で、内数である。
〔出所〕 厚生労働省「平成２７年度 過労死等の労災補償状況」http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/

0000128216.html、２０１７年２月２０日アクセス。

決定件数

６（０）

９２（３）

１０３（０）

１６１（５）

９８（２０）

４（０）

７（１）

３３（１４）

２３（２）

５１（９）

９３（１４）

６７１（６８）

請求件数

１２（０）

１０９（６）

１１１（０）

１８１（３）

１１６（２３）

１２（２）

９（１）

４２（２１）

３１（２）

５５（９）

１１７（１６）

７９５（８３）

２０１４年度

うち支給
決定件数

５（１）

３１（２）

２８（０）

９２（１）

３５（５）

２（０）

６（１）

６（１）

９（１）

２４（２）

３９（１）

２７７（１５）

決定件数

１０（１）

７０（５）

８８（０）

１４３（２）

８８（１９）

７（１）

１３（４）

２７（１１）

２２（２）

４４（９）

１２５（１３）

６３７（６７）

請求件数

５（１）

７７（４）

９７（１）

１６８（３）

１２６（２１）

７（２）

１１（２）

４３（２０）

２１（１）

５９（１５）

１４９（２２）

７６３（９２）

年度

業種（大分類）

農 業、林 業、漁 業、鉱
業、採石業、砂利採取業
製 造 業

建 設 業

運 輸 業、郵 便 業

卸 売 業、小 売 業

金 融 業、保 険 業

教 育、学 習 支 援 業

医 療、福 祉

情 報 通 信 業

宿泊業、飲食サービス業

そ の 他 の 事 業
（上 記 以 外 の 事 業）

合 計
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具
（
お
よ
び
動
力
）
の
な
か
で
行
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
交
通
労
働
は
、
一
方
で
は
ど
の

よ
う
な
緊
急
事
態
に
対
し
て
も
一
人
あ
る
い
は
少
人
数
で
敏
速
に
対
処
で
き
る
だ
け
の
創

意
性
と
判
断
力
あ
る
い
は
高
度
な
責
任
の
自
覚
が
求
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
同
時
に
ほ
と

ん
ど
の
交
通
労
働
者
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
労
働
を
一
人

あ
る
い
は
少
人
数
で
達
成
で
き
る
だ
け
の
包
括
的
な
技
能
資
格
を
所
有
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
（
１７
）

な
い
。」

バ
ス
労
働
も
こ
う
し
た
交
通
労
働
の
一
般
的
特
性
と
無
縁
で
は
な
い
。
と
く

に
、
夜
間
運
転
を
強
い
ら
れ
る
長
距
離
の
貸
切
バ
ス
や
高
速
夜
行
バ
ス
の
労
働

は
、
安
全
確
保
の
た
め
に
絶
え
ず
緊
張
を
強
い
ら
れ
、
き
わ
め
て
過
酷
で
あ

る
。一

三
年
現
在
、
乗
合
バ
ス
の
運
転
者
数
は
八
万
三
一
九
九
人
、
貸
切
バ
ス
の

そ
れ
は
四
万
七
五
八
一
人
で
あ
る
。
こ
こ
で
バ
ス
労
働
者
の
賃
金
水
準
を
み
て

お
こ
う
。
前
述
し
た
と
お
り
、
か
つ
て
一
九
九
〇
年
代
半
ば
ま
で
、
バ
ス
運
転

者
の
平
均
賃
金
は
全
産
業
平
均
の
そ
れ
を
上
回
り
、
高
水
準
に
あ
っ
た
。
そ
れ

が
低
下
し
は
じ
め
た
の
は
九
〇
年
代
の
半
ば
以
降
で
あ
る
。
と
く
に
二
〇
〇
〇

年
の
規
制
緩
和
以
降
の
落
ち
込
み
が
激
し
く
、
現
在
は
乗
合
バ
ス
（
民
営
）
で

年
間
四
九
〇
万
円
、
ま
た
貸
切
バ
ス
で
四
七
〇
万
円
と
、
全
産
業
男
子
の
平
均

賃
金
を
三
〇
万
円
程
度
下
回
る
ま
で
低
下
し
て
い
る
（
一
三
年
度
）。
九
〇
年

代
半
ば
ま
で
相
対
的
に
高
い
賃
金
を
維
持
で
き
て
い
た
の
は
、
第
一
に
、
現
在

ほ
ど
バ
ス
事
業
者
の
営
業
収
益
が
落
ち
こ
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
、
第
二
に
、

と
く
に
地
下
鉄
を
持
つ
大
都
市
に
お
い
て
は
公
営
バ
ス
の
運
転
者
が
地
下
鉄
職

員
と
同
一
賃
金
体
系
に
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
い
。

バ
ス
運
転
者
の
労
働
時
間
に
つ
い
て
も
見
て
お
く
。
日
本
バ
ス
協
会
が
一
四

年
八
月
に
車
両
数
一
〇
両
以
上
の
一
四
一
二
事
業
者
（
回
答
数
は
乗
合
三
八

五
、
貸
切
四
八
八
）
を
対
象
に
行
っ
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
乗
合
運
転
者
の
年
間

総
労
働
時
間
は
二
三
二
六
時
間
、
貸
切
運
転
者
の
そ
れ
は
二
三
八
七
時
間
で
あ

っ
た
。
一
四
年
の
全
産
業
男
子
の
年
間
総
労
働
時
間
は
年
間
二
一
七
二
時
間

（
加
重
平
均
）
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
よ
り
も
一
五
〇
〜
二
一
〇
時
間
程
度
上
回

っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
同
じ
事
業
用
自
動
車
で
あ
る
タ
ク
シ
ー
の
場
合
は
二

三
〇
四
時
間
（
過
重
平
均
）
な
の
で
、
バ
ス
運
転
者
は
タ
ク
シ
ー
運
転
者
よ
り

も
さ
ら
に
長
時
間
労
働
と
い
う
こ
と
に
（
１８
）

な
る
。

国
土
交
通
省
は
、
一
四
年
八
月
に
五
〇
の
バ
ス
事
業
者
と
二
四
八
人
の
バ
ス

運
転
者
に
対
し
て
後
述
す
る
「
自
動
車
運
転
者
の
労
働
時
間
等
の
改
善
の
た
め

の
基
準
」（
以
下
、「
改
善
基
準
告
示
」
と
い
う
）
に
係
る
運
用
実
態
調
査
を
行

い
、
そ
の
結
果
を
一
六
年
一
二
月
に
公
表
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
三
日
の

連
続
勤
務
が
恒
常
的
に
あ
る
と
答
え
た
者
は
五
・
六
％
、
二
ヵ
月
に
一
回
程
度

は
あ
る
と
答
え
た
も
の
が
一
〇
・
五
％
も
存
在
し
た
。
ま
た
、
八
時
間
以
上
が

必
要
と
さ
れ
る
一
日
の
休
息
期
間
の
う
ち
で
、
平
均
的
な
睡
眠
時
間
が
六
時
間

以
下
の
者
は
四
七
・
五
％
を
占
め
、
そ
の
う
ち
約
六
％
の
者
が
二
〜
三
時
間
し

か
睡
眠
を
と
っ
て
い
な
か
（
１９
）

っ
た
。
バ
ス
運
転
者
の
き
わ
め
て
厳
し
い
労
働
実
態

の
一
端
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

２

改
善
基
準
告
示

労
働
時
間
は
、
一
九
四
七
年
に
制
定
さ
れ
た
労
働
基
準
法
を
主
た
る
根
拠
に

規
制
が
行
わ
れ
て
い
る
。
同
法
は
、
周
知
の
と
お
り
一
日
八
時
間
、
一
週
四
〇

時
間
を
法
定
労
働
時
間
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
常
時
使
用
す
る
労
働
者
が
一

〇
人
未
満
の
商
業
、
映
画
・
演
劇
業
、
保
健
衛
生
業
お
よ
び
接
客
娯
楽
業
の
場

合
は
、
特
例
と
し
て
週
四
四
時
間
の
労
働
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
か
か
る
労
働

基
準
法
の
法
定
労
働
時
間
は
、
あ
く
ま
で
最
低
基
準
に
す
ぎ
な
い
。
労
働
時
間
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の
短
縮
は
、
業
種
を
問
わ
ず
引
き
続
き
労
働
行
政
が
対
処
す
べ
き
重
要
な
課
題

で
あ
る
。

一
九
八
九
年
に
労
働
省
（
当
時
）
は
、
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー
・
ト
ラ
ッ
ク
の
運

転
者
に
係
わ
る
改
善
基
準
を
告
示
し
た
。
こ
れ
は
、
労
働
基
準
法
の
み
に
よ
る

労
働
時
間
規
制
で
は
、
輸
送
の
安
全
が
十
分
に
確
保
さ
れ
な
い
と
の
認
識
に
も

と
づ
く
も
の
で
、
安
全
確
保
の
観
点
か
ら
過
労
運
転
を
招
き
か
ね
な
い
長
時
間

労
働
や
連
続
乗
務
を
抑
止
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
。

改
善
基
準
告
示
は
、
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー
・
ト
ラ
ッ
ク
の
労
働
形
態
の
違
い
を

反
映
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
基
準
を
設
定
し
て
い
る
。
バ
ス
運
転
者
の
場
合
の
基

準
の
要
点
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
（
第
１６
表
）。

第
一
に
、
四
週
間
を
平
均
し
た
一
週
間
当
た
り
の
拘
束
時
間
（
始
業
時
刻
か

ら
終
業
時
刻
ま
で
の
、
労
働
時
間
と
休
憩
時
間
の
合
計
時
間
）
は
原
則
と
し
て

六
五
時
間
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
貸
切
バ
ス
お
よ
び
高
速
バ
ス
の
運
転
者

に
つ
い
て
は
、
書
面
に
よ
る
労
使
協
定
の
締
結
を
前
提
に
、
五
二
週
間
の
う
ち

一
六
週
間
ま
で
は
四
週
間
を
平
均
し
た
一
週
間
当
た
り
の
拘
束
時
間
を
七
一
・

五
時
間
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
一
日
（
始
業
時
刻
か
ら

起
算
し
て
二
四
時
間
）
の
拘
束
時
間
は
一
三
時
間
以
内
を
基
本
と
し
、
最
大
で

も
一
六
時
間
が
限
度
と
な
っ
て
い
る
。
一
日
の
休
息
期
間
（
勤
務
と
次
の
勤
務

の
間
の
運
転
者
の
自
由
な
生
活
時
間
）
に
つ
い
て
は
継
続
八
時
間
以
上
必
要

で
、
さ
ら
に
休
日
（
休
息
期
間
＋
二
四
時
間
の
連
続
し
た
時
間
）
は
い
か
な
る

場
合
で
あ
っ
て
も
三
〇
時
間
を
下
回
っ
て
は
な
ら
な
い
と
な
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
一
日
の
運
転
時
間
は
二
日
（
始
業
時
刻
か
ら
起
算
し
て
四
八
時

間
）
平
均
し
て
九
時
間
以
内
、
四
週
間
を
平
均
し
た
一
週
間
当
た
り
の
そ
れ
は

原
則
と
し
て
四
〇
時
間
が
限
度
と
さ
れ
て
い
る
。
連
続
運
転
時
間
は
四
時
間
が

限
度
で
、
四
時
間
以
内
ま
た
は
四
時
間
経
過
直
後
に
三
〇
分
以
上
の
休
憩
が
必

第１６表 バス運転者の労働時間等の改善基準

規 定 内 容

・４週間を平均した１週間当たり６５時間以内（労使協定により合意した場合

は７１．５時間まで延長可能）

・１日１３時間以内が基本、最大１６時間まで延長可能。ただし、１５時間を超え

る回数は、１週間つき２回が限度。

１日の休息時間は継続８時間以上

休日労働は２週間に１回まで

・２日平均で１日当たり９時間以内

・４週間を平均した１週間当たり４０時間以内（貸切バス、高速バスにあって

は労使協定により合意した場合は４４時間まで延長可能）

４時間以内（運転開始後４時間以内又は４時間経過直後に３０分以上の休憩が

必要。４時間以内の運転中断は１回につき１０分以上の休憩に分割することも

可能）

〔出所〕 労働省「平成元年労働省告示第７号」（最近改正「平成１２年労働省告示第１２０号」、厚生労働
省法令等データベースサービス）。

区 分

拘束時間

休息期間

休日労働

運転時間

連続運転時間
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要
と
な
っ
て
い
る
。

第
三
に
、
時
間
外
労
働
を
含
め
た
一
日
の
労
働
お
よ
び
休
日
労
働
の
拘
束
時

間
は
、
一
日
最
大
一
六
時
間
、
四
週
間
で
原
則
二
六
〇
時
間
と
な
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
労
使
協
定
が
あ
る
と
き
は
二
八
六
時
間
ま
で
可
能
で
あ
る
。
時
間
外

労
働
お
よ
び
休
日
労
働
を
行
う
場
合
に
は
、
労
働
基
準
法
第
三
六
条
第
一
項
に

も
と
づ
く
時
間
外
労
働
お
よ
び
休
日
労
働
に
関
す
る
協
定
届
を
労
働
基
準
監
督

署
へ
届
け
出
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
二
〇
〇
〇
年
の
道
路
運
送
法
の
改
正
（
バ
ス
事
業
の
規
制
緩
和
）

の
際
に
、
国
土
交
通
省
は
こ
の
改
善
基
準
告
示
を
踏
襲
し
、「
旅
客
自
動
車
運

送
事
業
運
輸
規
則
第
二
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
用
自
動
車
の
運
転

者
の
勤
務
時
間
及
び
乗
務
時
間
に
係
る
基
準
」（
国
土
交
通
省
告
示
第
一
六
七

五
号
）
を
定
め
た
。
需
給
調
整
規
制
の
撤
廃
と
い
う
経
済
的
規
制
の
緩
和
に
際

し
て
、
社
会
的
規
制
の
強
化
に
よ
っ
て
過
労
運
転
の
防
止
を
図
る
と
い
う
の
が

そ
の
趣
旨
だ
っ
た
。

国
土
交
通
省
の
「
基
準
」
は
、
改
善
基
準
告
示
を
踏
襲
し
た
も
の
で
、
①
運

転
者
の
拘
束
時
間
は
四
週
間
を
平
均
し
た
一
週
間
当
た
り
六
五
時
間
を
超
え
な

い
こ
と
（
貸
切
バ
ス
等
は
五
二
週
間
の
う
ち
一
六
週
間
ま
で
は
、
四
週
平
均
で

一
週
間
当
た
り
七
一
・
五
時
間
ま
で
延
長
可
）、
②
一
日
の
拘
束
時
間
は
一
三

時
間
を
超
え
な
い
こ
と
（
一
六
時
間
ま
で
延
長
可
。
た
だ
し
、
一
五
時
間
超
え

る
の
は
一
週
間
に
二
回
以
内
）、
③
一
日
の
休
息
期
間
は
八
時
間
以
上
、
④
運

転
時
間
は
二
日
を
平
均
し
て
一
日
当
た
り
九
時
間
を
超
え
な
い
こ
と
（
貸
切
バ

ス
等
は
、
五
二
週
に
二
〇
八
〇
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
で
、
五
二
週
間
の
う
ち

一
六
週
間
ま
で
は
四
週
間
を
平
均
し
一
週
間
当
た
り
四
時
間
ま
で
延
長
可
）、

⑤
連
続
運
転
時
間
は
四
時
間
を
超
え
な
い
こ
と
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
厚
生
労
働
省
の
改
善
基
準
告
示
は
、
過
労
運
転
の
防
止
を
目
的

と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
四
週
間
平
均
で
一
週
間
当
た
り
六
五
時
間
以
内
、
一

日
一
三
時
間
以
内
、
最
大
一
六
時
間
と
い
う
基
準
は
、
そ
も
そ
も
そ
れ
自
体
が

長
時
間
労
働
を
容
認
す
る
問
題
の
あ
る
基
準
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
に
も

と
づ
く
と
一
ヵ
月
で
最
大
二
八
六
時
間
ま
で
の
拘
束
が
可
能
と
な
る
。
厚
生
労

働
省
は
、
一
一
年
に
い
わ
ゆ
る
過
労
死
の
労
災
認
定
を
定
め
た
。
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
①
発
症
前
一
ヵ
月
な
い
し
六
ヵ
月
に
わ
た
り
、
一
ヵ
月
あ
た
り
概
ね
四
五

時
間
を
越
え
る
時
間
外
労
働
を
行
わ
せ
た
場
合
、
②
発
症
前
一
ヵ
月
間
に
概
ね

一
〇
〇
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
を
行
わ
せ
た
場
合
、
ま
た
は
発
症
前
二
ヵ

月
な
い
し
六
ヵ
月
間
に
わ
た
り
一
ヵ
月
当
た
り
概
ね
八
〇
時
間
を
超
え
る
時
間

外
労
働
を
さ
せ
た
場
合
に
、
業
務
と
発
症
と
の
関
連
性
が
強
い
と
さ
れ
て

（
２０
）

い
る
。
前
述
の
一
ヵ
月
で
最
大
二
六
〇
時
間
で
は
、
一
ヵ
月
当
た
り
一
六
一
時

間
の
時
間
外
労
働
が
容
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
厚
生
労
働
省
が
定
め
た

過
労
死
の
労
災
認
定
基
準
さ
え
も
上
回
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も

過
労
死
認
定
基
準
以
下
の
労
働
時
間
と
な
る
よ
う
に
、
改
善
基
準
告
示
の
拘
束

時
間
の
改
定
が
必
要
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
問
題
は
、
交
代
運
転
者
の
配
置
基
準
で
あ
る
。
高
速
乗
合
バ
ス

や
貸
切
ツ
ア
ー
バ
ス
は
深
夜
運
行
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
が
、
徹
夜
で
行
わ
れ

る
運
転
労
働
は
と
く
に
過
酷
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
過
労
運
転
に
よ
る
事
故
の
防

止
の
た
め
に
、
一
定
距
離
を
超
え
る
場
合
に
は
交
代
運
転
者
の
配
置
が
必
要
と

な
る
。

一
四
年
の
関
越
道
事
故
の
当
時
、
国
土
交
通
省
が
定
め
て
い
た
交
替
運
転
者

の
配
置
基
準
は
、
乗
務
距
離
六
七
〇
キ
ロ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
〇
七
年
二
月

に
大
阪
府
吹
田
市
で
発
生
し
た
ス
キ
ー
バ
ス
事
故
が
契
機
と
な
っ
て
同
省
に
お

い
て
検
討
が
な
さ
れ
た
結
果
、
通
達
と
い
う
形
で
〇
八
年
九
月
一
日
か
ら
施
行

さ
れ
た
基
準
で
あ
る
。
六
七
〇
キ
ロ
と
い
う
距
離
は
、
前
述
し
た
同
省
の
告
示
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第
一
六
七
五
号
で
定
め
ら
れ
た
二
日
を
平
均
し
た
一
日
当
た
り
の
運
転
時
間
の

上
限
（
九
時
間
）
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
算
定
さ
れ
て
（
２１
）

い
る
。

関
越
道
の
事
故
を
受
け
て
国
土
交
通
省
は
、
過
労
運
転
防
止
検
討
会
を
設
置

し
て
こ
の
乗
務
距
離
の
見
直
し
を
進
め
、
一
二
年
七
月
に
四
〇
〇
キ
ロ
と
い
う

新
基
準
を
公
表
し
た
（
た
だ
し
、
運
行
前
の
休
息
時
間
が
一
一
時
間
以
上
な
ど

の
条
件
を
満
た
せ
ば
五
〇
〇
キ
ロ
ま
で
可
能
）。
一
三
年
七
月
以
降
は
、
高
速

乗
合
バ
ス
の
み
な
ら
ず
一
般
貸
切
バ
ス
に
つ
い
て
も
こ
の
基
準
が
適
用
さ
れ
て

い
る
。
同
基
準
は
、
回
送
距
離
を
含
め
な
い
実
車
距
離
の
み
を
定
め
て
い
る
と

い
う
点
で
限
界
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ま
で
の
六
七
〇
キ
ロ
と
比
べ
て
改
善
さ

れ
て
お
り
、
評
価
さ
れ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
二
人
乗
務
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ

て
事
故
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
に
一
六
年
一
月
に
は
、
二
人
の
運
転

者
が
乗
務
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
軽
井
沢
ス
キ
ー
バ
ス
事
故
が
発
生
し

て
い
る
。
長
距
離
の
二
人
乗
務
制
は
、
貸
切
バ
ス
の
安
全
を
確
保
す
る
う
え
で

当
然
厳
守
さ
れ
る
べ
き
、
あ
く
ま
で
最
低
限
の
基
準
に
す
ぎ
な
い
。

３

改
善
基
準
告
示
違
反

一
四
年
九
月
二
六
日
一
六
時
五
分
頃
、
乗
客
一
三
人
と
添
乗
員
一
人
を
乗
せ

た
貸
切
バ
ス
が
、
神
奈
川
県
平
塚
市
の
小
田
原
厚
木
道
路
の
上
り
第
一
通
行
帯

に
お
い
て
、
車
両
故
障
に
よ
り
前
方
の
同
通
行
帯
に
停
止
し
て
い
た
高
所
作
業

車
に
追
突
す
る
事
故
が
発
生
し
た
。
こ
の
事
故
に
よ
り
、
貸
切
バ
ス
の
運
転
者

（
以
下
、
Ａ
運
転
者
と
い
う
）
お
よ
び
添
乗
員
の
二
人
が
重
傷
を
負
い
、
乗
客

一
三
人
な
ら
び
に
高
所
作
業
車
の
運
転
者
が
軽
傷
を
負
っ
た
。

こ
の
事
故
は
、
Ａ
運
転
者
が
事
故
現
場
手
前
で
体
調
異
変
の
兆
候
を
感
じ
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
す
運
転
を
続
け
、
左
胸
の
苦
し
さ
（
冠
攣
縮
性
狭
心
症
の

症
状
を
発
症
し
た
と
考
え
ら
れ
る
）
か
ら
前
屈
み
に
と
な
り
、
前
方
を
注
視
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
事
故

を
「
特
別
重
要
調
査
対
象
事
故
」
に
選
定
し
、
事
故
調
査
を
行
っ
た
自
動
車
事

故
調
の
事
故
調
査
報
告
書
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
当
該
運
転
者
の
健
康
管
理
に
つ
い
て
は
、
入
社
直
前
の
事
故
前
二
ヵ
月
以
内
に
二
回
胸

部
痛
が
あ
っ
た
が
、
自
然
に
回
復
し
た
こ
と
か
ら
病
院
で
の
検
査
を
受
け
て
お
ら
ず
、
ま

た
、
雇
入
れ
時
の
健
康
診
断
に
お
い
て
、
医
師
か
ら
心
電
図
異
常
の
診
断
が
あ
り
要
精
査

の
意
見
が
あ
っ
た
が
、
精
査
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
。
事
業
者
は
、
当
該
運
転
者
に
乗
務

を
続
け
さ
せ
、
精
査
と
運
転
乗
務
の
可
否
に
関
す
る
医
師
か
ら
の
意
見
聴
取
を
先
延
ば
し

に
し
て
い
た
。
ま
た
、
疾
病
、
疲
労
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
安
全
な
運
転
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
お
そ
れ
の
有
無
に
つ
い
て
、
事
業
者
は
、
乗
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
運
転
者

か
ら
報
告
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
た
め
の
点
呼
を
実
施
し
て
お
ら
ず
、
当

該
運
転
者
の
体
調
把
握
が
で
き
て
い
な
か
（
２２
）

っ
た
。」

Ａ
運
転
者
の
事
故
日
前
一
ヵ
月
間
（
四
週
間
）
の
勤
務
実
績
を
見
て
み
る

と
、
改
善
基
準
告
示
が
定
め
る
拘
束
時
間
の
上
限
値
超
過
が
二
件
、
休
息
期
間

の
下
限
値
不
足
が
一
件
あ
っ
た
。
ま
た
、
四
週
間
を
平
均
し
た
一
週
間
当
た
り

の
拘
束
時
間
は
七
一
時
間
三
八
分
で
、
同
基
準
の
上
限
値
を
超
え
て
い
た
。

こ
の
事
例
は
氷
山
の
一
角
に
す
ぎ
な
い
。
事
故
の
た
び
に
国
土
交
通
省
と
厚

生
労
働
省
に
よ
る
特
別
監
査
が
繰
り
返
さ
れ
る
が
、
決
ま
っ
て
明
ら
か
に
な
る

の
が
改
善
基
準
告
示
違
反
で
あ
る
。
決
し
て
高
い
基
準
の
も
の
と
は
い
え
な
い

改
善
基
準
告
示
さ
え
、
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
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第
四
章

規
制
緩
和
と
貸
切
バ
ス
事
業

１

規
制
緩
和

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
先
進
国
で
は
ケ
イ
ン
ズ
主
義
を
基
調
と
す
る
経
済
・

財
政
政
策
が
採
用
さ
れ
た
。
し
か
し
、
財
政
赤
字
の
増
大
や
政
府
事
業
の
非
効

率
の
拡
大
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
政
府
の
失
敗
」
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
た

め
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
政
府
・
公
共
部
門
の
経
済
的
役
割
を
縮
小
す
る
こ
と

で
市
場
競
争
を
促
進
し
、
経
済
の
活
性
化
を
図
ろ
う
と
す
る
政
策
志
向
が
世
界

的
に
勢
い
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。
公
的
規
制
の
撤
廃
な
い
し
緩
和
（
規
制
緩

和
）
は
、
民
営
化
と
並
ぶ
そ
の
柱
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

米
国
を
始
原
と
す
る
規
制
緩
和
は
、
七
〇
年
代
の
後
半
か
ら
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国

や
発
展
途
上
国
へ
も
波
及
し
、
郵
便
、
電
気
通
信
、
運
輸
、
金
融
・
証
券
、
流

通
な
ど
の
分
野
に
お
い
て
世
界
的
に
隆
盛
を
み
せ
た
。
日
本
に
お
い
て
も
、
八

一
年
に
発
足
し
た
臨
時
行
政
調
査
会
（
第
二
臨
調
）
に
よ
っ
て
「
許
認
可
改

革
」
が
行
政
改
革
の
主
要
分
野
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
こ
れ
を
契
機
に
規
制

緩
和
政
策
が
推
進
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
規
制
緩
和
は
国

際
的
に
は
八
〇
年
代
に
大
流
行
を
み
せ
た
の
に
対
し
て
、
日
本
の
場
合
は
八
〇

年
代
に
実
施
さ
れ
た
の
は
電
気
通
信
事
業
な
ど
若
干
の
事
例
を
数
え
る
の
み

で
、
そ
れ
が
本
格
化
し
た
の
は
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

公
的
規
制
は
、
通
常
、
社
会
的
規
制
（
質
的
規
制
）
と
経
済
的
規
制
（
量
的

規
制
）
と
に
大
別
さ
れ
る
。
社
会
的
規
制
は
安
全
や
環
境
保
全
な
ど
社
会
的
価

値
の
実
現
の
た
め
に
行
わ
れ
る
。
一
方
、
後
者
の
経
済
的
規
制
は
経
済
的
目
的

の
達
成
の
た
め
に
行
わ
れ
る
。
そ
の
中
心
は
参
入
・
退
出
規
制
と
運
賃
・
料
金

規
制
で
あ
る
。
七
〇
年
代
以
降
世
界
的
に
展
開
さ
れ
た
の
は
主
と
し
て
経
済
的

規
制
の
緩
和
で
あ
る
。

日
本
の
運
輸
産
業
は
、
戦
後
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
、
政
府
に
よ
る
厳
し
い

事
業
規
制
の
下
に
お
か
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
産
業
全
般
に
わ
た
る
規
制
緩
和

政
策
が
推
進
さ
れ
る
な
か
、
運
輸
産
業
に
お
い
て
も
九
〇
年
の
ト
ラ
ッ
ク
事
業

を
皮
切
り
に
、
二
〇
〇
一
年
ま
で
の
間
に
航
空
、
鉄
道
、
バ
ス
、
タ
ク
シ
ー
、

外
航
海
運
と
す
べ
て
の
業
種
に
お
い
て
規
制
緩
和
が
実
施
さ
れ
て
い
っ
た
。

２

運
輸
産
業
に
お
け
る
規
制
緩
和
と
貸
切
バ
ス
事
業

九
〇
年
代
か
ら
推
進
さ
れ
た
規
制
緩
和
は
、
運
輸
産
業
に
構
造
改
革
を
迫
る

も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
影
響
の
度
合
い
は
事
業
ご
と
に
様
相
が
異
な
り
、
決

し
て
一
様
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
運
輸
産
業
は
、
事
業
者
の
経
営
規
模
や
数

と
い
う
点
で
み
る
と
、
大
手
事
業
者
に
よ
る
寡
占
状
態
に
あ
る
鉄
道
（
地
方
中

小
私
鉄
は
除
く
）、
航
空
、
外
航
海
運
と
い
っ
た
グ
ル
ー
プ
と
、
中
小
零
細
事

業
者
が
多
数
を
占
め
る
、
労
働
集
約
的
な
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー
・
ト
ラ
ッ
ク
な
ど

の
グ
ル
ー
プ
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
の
場
合
、
事
業
を
開
始

す
る
に
は
巨
額
の
初
期
投
資
や
営
業
ノ
ウ
ハ
ウ
な
ど
が
必
要
で
あ
り
、
参
入
規

制
が
緩
和
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
実
際
に
事
業
参
入
す
る
と
な
る
と
、
そ
の
ハ
ー

ド
ル
は
高
い
。
そ
の
た
め
、
規
制
緩
和
後
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
参
入
が
あ
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
一
方
、
後
者
の
場
合
は
参
入
コ
ス
ト
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
な

い
た
め
、
規
制
緩
和
以
降
、
大
量
の
参
入
が
続
い
て
い
る
。
そ
の
典
型
は
ト
ラ

ッ
ク
事
業
で
、
九
〇
年
の
規
制
緩
和
当
時
、
約
四
万
で
あ
っ
た
事
業
者
数
は
、
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現
在
で
は
六
万
三
〇
〇
〇
に
達
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
参
入
事
業
者
の
増
大

は
、
貸
切
バ
ス
事
業
な
ら
び
に
都
市
圏
の
タ
ク
シ
ー
事
業
に
お
い
て
も
顕
著
で

あ
る
。
規
制
緩
和
の
負
の
影
響
が
最
も
深
刻
な
形
で
現
れ
て
い
る
の
も
、
こ
れ

ら
二
つ
の
事
業
で
あ
る
。

以
下
、
貸
切
バ
ス
事
業
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。

二
〇
〇
〇
年
二
月
に
改
正
道
路
運
送
法
が
施
行
さ
れ
た
。
改
正
法
の
要
点
は

二
つ
あ
る
。
第
一
は
、
需
給
調
整
規
制
の
撤
廃
で
あ
り
、
第
二
は
、
運
賃
・
料

金
規
制
の
緩
和
で
あ
る
。

前
者
の
需
給
調
整
規
制
の
撤
廃
と
は
、
そ
れ
ま
で
は
貸
切
バ
ス
の
事
業
開
始

に
は
所
管
大
臣
の
免
許
が
必
要
で
、
参
入
地
域
に
お
い
て
需
要
が
供
給
を
上
回

っ
て
い
た
場
合
に
の
み
そ
れ
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
法
律
改
正
に
よ
り
、
免
許

制
は
廃
止
さ
れ
、
一
定
の
許
可
基
準
を
満
た
し
て
い
れ
ば
参
入
が
認
め
ら
れ
る

許
可
制
と
な
っ
た
。
こ
の
場
合
の
許
可
基
準
と
は
、
次
の
三
つ
を
い
う
。
①
当

該
事
業
の
計
画
が
輸
送
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

②
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
事
業
の
遂
行
上
適
切
な
計
画
を
有
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。
③
当
該
事
業
を
自
ら
適
確
に
遂
行
す
る
に
足
る
能
力
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

次
に
、
後
者
の
運
賃
・
料
金
規
制
の
緩
和
で
あ
る
が
、
貸
切
バ
ス
の
運
賃
・

料
金
に
つ
い
て
そ
れ
ま
で
は
認
可
制
で
あ
っ
た
の
が
、
認
可
さ
れ
た
上
限
運
賃

の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
、
事
業
者
は
事
前
届
け
出
に
よ
り
自
由
に
運
賃
・
料
金
が

設
定
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
で
あ

る
。需

給
調
整
規
制
が
撤
廃
さ
れ
た
結
果
、
貸
切
バ
ス
事
業
者
の
数
は
一
九
九
九

年
度
の
二
三
三
六
か
ら
、
二
〇
一
四
年
度
に
は
四
四
七
七
へ
と
約
二
倍
に
増
加

し
た
。
一
方
、
事
業
全
体
の
営
業
収
益
は
、
運
賃
の
値
引
き
が
慣
行
化
し
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
一
九
九
九
年
度
の
五
四
三
四
億
円
か
ら
、
二
〇
一
二
年
度
に
は

四
四
九
五
億
円
へ
と
大
き
く
落
ち
込
ん
だ
。
要
す
る
に
、
縮
小
す
る
市
場
の
な

か
で
限
ら
れ
た
パ
イ
の
厳
し
い
奪
い
合
い
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
と
く
に
、
旅
行
業
者
が
集
客
し
て
貸
切
バ
ス
事
業
者
が
運
行
す
る
い
わ
ゆ

る
ツ
ア
ー
バ
ス
（
詳
し
く
は
後
述
す
る
）
が
、
低
運
賃
を
売
り
物
に
し
て
東
京

〜
大
阪
間
の
よ
う
な
都
市
間
輸
送
の
ド
ル
箱
路
線
に
大
量
に
参
入
し
た
た
め

に
、
事
業
者
間
の
乗
客
獲
得
競
争
は
一
段
と
激
化
し
た
。

し
か
も
、
規
制
緩
和
に
よ
っ
て
中
型
バ
ス
は
最
低
三
両
、
ま
た
大
型
バ
ス
は

五
両
あ
れ
ば
参
入
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
零
細
規
模
の
事
業
者
の
参

入
が
相
次
い
だ
。
そ
の
結
果
、
規
制
緩
和
前
の
一
九
九
八
年
度
に
は
保
有
車
両

数
が
一
〇
両
以
下
の
事
業
者
の
全
事
業
者
に
占
め
る
割
合
は
五
五
％
で
あ
っ
た

の
が
、
二
〇
一
四
年
三
月
に
は
そ
れ
は
約
七
〇
％
ま
で
増
大
し
た
。
前
述
し
た

よ
う
に
、
バ
ス
運
転
者
の
労
働
条
件
の
維
持
・
改
善
は
、
安
全
運
行
の
確
保
に

と
っ
て
最
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
零
細
事
業
者
に
は
労
働
組
合

も
存
在
し
て
い
な
い
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
運
転
者
の
労
働
実
態
が
表

面
化
す
る
こ
と
も
な
い
。
必
ず
し
も
零
細
事
業
者
の
事
故
率
が
高
い
わ
け
で
は

な
い
が
、
所
有
車
両
数
が
少
な
く
、
営
業
収
益
も
多
く
は
な
い
零
細
事
業
の
場

合
、
安
全
分
野
に
投
じ
る
こ
と
が
で
き
る
リ
ソ
ー
ス
は
十
分
で
は
な
く
、
多
く

の
課
題
を
抱
え
て
い
る
。

過
当
競
争
の
下
、
バ
ス
事
業
者
の
営
業
収
益
の
低
下
は
、
別
の
問
題
も
生
ん

で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
近
年
、
走
行
中
の
バ
ス
の
火
災
事
故
が
頻
発
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
国
土
交
通
省
に
よ
れ
ば
、
衝
突
に
よ
る
二
次
火
災
や
放
火
に
よ

る
も
の
を
除
い
た
事
業
用
バ
ス
の
火
災
事
故
は
二
〇
〇
三
年
一
月
か
ら
一
四
年

一
二
月
ま
で
の
間
に
、
車
齢
の
高
い
バ
ス
を
中
心
に
二
〇
五
件
も
発
生
し
て
い

る
（
第
１７
表
参
照
）。
出
火
箇
所
で
多
い
の
は
エ
ン
ジ
ン
付
近
で
、
全
体
の
五
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割
強
を
占
め
て
（
２３
）

い
る
。
バ
ス
の
平
均
車
齢
は
規
制
緩
和
が
実
施
さ
れ
た
二
〇
〇

〇
年
に
は
七
・
五
年
、
平
均
使
用
年
数
は
一
三
年
で
あ
っ
た
の
が
、
現
在
（
二

〇
一
五
年
）
は
平
均
車
齢
が
一
一
・
八
年
、
ま
た
平
均
使
用
年
数
も
一
七
年
に

伸
び
て
（
２４
）

い
る
。
経
費
節
減
の
た
め
に
車
両
更
新
の
時
期
が
延
伸
さ
れ
、
老
朽
化

し
た
バ
ス
が
使
い
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
こ
う
し
た
事
故
を
誘
発
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

一
般
に
、
市
場
に
お
け
る
競
争
は
産
業
や
経
済
を
活
性
化
さ
せ
、
消
費
者
に

大
き
な
便
益
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
る
。
規
制
緩
和
推
進
の
最
も
大
き
な
理
由

も
、
こ
の
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
一
九
八
五
年
の
電
気
通
信
産

業
の
規
制
緩
和
で
、
日
本
電
信
電
話
公
社
に
よ
る
電
話
事
業
の
公
的
独
占
が
廃

止
さ
れ
、
民
間
企
業
の
大
量
参
入
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
通
信
技
術
の
革

新
と
あ
い
ま
っ
て
、
各
種
の
新
規
サ
ー
ビ
ス
が
生
ま
れ
る
と
と
も
に
、
電
話
料

金
の
大
幅
な
値
下
げ
が
実
現
さ
れ
、
消
費
者
に
多
大
な
便
益
が
も
た
ら
さ
れ

た
。
電
気
通
信
産
業
の
規
制
緩
和
は
、
日
本
に
お
け
る
規
制
緩
和
の
最
も
成
功

し
た
事
例
と
い
え
る
。

運
輸
産
業
お
い
て
も
、
規
制
緩
和
の
結
果
、
公
共
交
通
機
関
の
運
賃
・
料
金

は
多
様
化
し
、
利
用
者
は
そ
の
便
益
を
享
受
し
た
面
も
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
デ
フ
レ
経
済
下
の
規
制
緩
和
に
よ
る
競
争
激
化

の
な
か
で
、
事
業
者
は
コ
ス
ト
削
減
競
争
を
強
い
ら
れ
、
鉄
道
も
含
む
多
く
の

業
種
に
お
い
て
従
業
員
の
非
正
規
雇
用
化
や
業
務
の
外
注
化
が
進
め
ら
れ
て
き

た
。
こ
う
し
た
こ
と
が
、
公
共
交
通
機
関
に
お
け
る
安
全
マ
ー
ジ
ン
を
低
下
さ

せ
て
い
る
と
い
う
点
が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

第１７表 バスの火災事故の発生件数

備 考

●貸切、乗合別

貸切バス １２０件

乗合バス ８５件

●主な出火箇所

エンジン付近 １１４

ブレーキ・タイヤ付近 ２５

その他 ６６

●車齢

車齢の高いバスほど発生件数が多い。

〔注〕 衝突による二次的な火災事故及び放火によるものは除く。
〔出所〕 国土交通省「バス火災事故の状況について～事業用バスの火災事故８６件の分析～」２００７年

２月、同「バス火災事故の状況について～事業用バスの火災事故６１件の分析～」２０１２年
３月、同「バス火災事故の状況について～事業用バスの火災事故５８件の分析」～」２０１６年
２月、をもとに作成。

発生件数

１６

３１

２２

１７

１８

１０

１６

１７

１３

１８

８

１９

２０５

年 中

２００３年

２００４年

２００５年

２００６年

２００７年

２００８年

２００９年

２０１０年

２０１１年

２０１２年

２０１３年

２０１４年

合 計
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３

高
速
ツ
ア
ー
バ
ス
問
題

「
高
速
ツ
ア
ー
バ
ス
」
は
、
二
〇
〇
〇
年
の
貸
切
バ
ス
事
業
に
お
け
る
参
入

規
制
の
緩
和
を
契
機
に
、「
ス
キ
ー
バ
ス
」
や
「
テ
ー
マ
パ
ー
ク
直
行
バ
ス
」

を
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
し
て
〇
一
年
に
誕
生
し
た
。
以
来
、「
格
安
な
運
賃
」
を

セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
に
急
伸
長
し
、
そ
の
利
用
者
は
〇
四
年
の
二
・
三
万
人
か

ら
、
一
〇
年
に
は
六
〇
〇
万
人
へ
と
激
増
し
た
（
〇
三
年
ま
で
の
最
初
の
三
年

間
の
利
用
者
数
は
不
明
）。
こ
う
し
た
な
か
で
発
生
し
た
の
が
、
一
二
年
四
月

の
関
越
道
で
の
事
故
で
あ
っ
た
。
関
越
道
事
故
を
契
機
に
高
速
ツ
ア
ー
バ
ス
制

度
は
廃
止
さ
れ
、
現
在
は
そ
う
し
た
運
行
形
態
の
貸
切
バ
ス
は
存
在
し
て
い
な

い
。
そ
れ
は
、
規
制
緩
和
の
徒
花
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

高
速
ツ
ア
ー
バ
ス
が
最
も
隆
盛
を
誇
っ
た
の
は
、
関
越
道
事
故
の
直
前
の
一

一
年
か
ら
一
二
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
に
は
昼
間
に
運
行
さ
れ
た
も
の
も
あ

っ
た
が
、
主
流
は
深
夜
に
東
京
〜
大
阪
間
の
よ
う
な
長
距
離
の
拠
点
都
市
を
結

ぶ
夜
行
便
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
大
阪
・
梅
田
を
二
二
時
に
出
発
し
た
バ
ス

は
、
翌
朝
六
時
五
〇
分
に
東
京
駅
に
到
着
す
る
。
関
越
道
で
事
故
が
発
生
す
る

ま
で
、
国
土
交
通
省
は
前
述
し
た
よ
う
に
六
七
〇
キ
ロ
の
乗
務
距
離
を
交
替
運

転
者
の
配
置
指
針
と
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
右
記
の
東
京
〜
大
阪
間
の
運

行
便
の
ケ
ー
ス
で
い
え
ば
、
一
人
の
運
転
者
が
途
中
で
休
憩
を
挟
む
と
は
い

え
、
八
時
間
五
〇
分
の
夜
間
運
転
を
こ
な
し
て
い
た
。

関
越
道
で
側
壁
に
バ
ス
を
激
突
さ
せ
た
運
転
者
の
場
合
も
、
前
夜
の
二
二
時

一
〇
分
に
金
沢
駅
を
一
人
乗
務
で
出
発
し
て
い
た
。
事
故
の
直
接
的
な
原
因
は

当
該
運
転
者
の
過
労
に
よ
る
居
眠
り
運
転
で
あ
っ
た
が
、
前
述
し
た
と
お
り
、

事
故
の
背
景
に
は
運
転
者
の
過
労
運
転
を
誘
発
し
た
構
造
的
な
要
因
が
あ
っ

た
。と

こ
ろ
で
、
〇
七
年
二
月
一
八
日
の
早
朝
、
大
阪
府
吹
田
市
で
、
関
越
道
の

ケ
ー
ス
と
同
様
に
旅
行
業
者
が
主
催
し
、
貸
切
バ
ス
事
業
者
が
運
行
し
て
い
た

夜
行
バ
ス
が
死
者
一
人
、
重
軽
傷
者
二
五
人
を
出
す
重
大
事
故
を
引
き
起
こ
し

た
。
事
故
の
直
接
の
原
因
は
、
法
定
労
働
時
間
を
大
幅
に
超
え
る
過
労
状
態
で

交
代
要
員
な
し
の
ワ
ン
マ
ン
乗
務
を
こ
な
し
て
い
た
運
転
者
の
居
眠
り
運
転
で

あ
っ
た
。
し
か
も
、
交
代
要
員
の
い
な
い
体
制
で
夜
間
の
長
距
離
運
転
を
せ
ざ

る
を
得
な
い
よ
う
な
バ
ス
運
行
を
、
旅
行
業
者
側
が
強
要
し
て
い
た
こ
と
も
明

ら
か
と
な
っ
た
。

こ
の
事
故
を
契
機
に
、
規
制
緩
和
後
の
貸
切
バ
ス
業
界
の
安
全
確
保
に
関
し

て
問
題
意
識
を
持
っ
た
総
務
省
行
政
評
価
局
は
、
〇
八
年
八
月
か
ら
一
〇
年
九

月
に
か
け
て
、
国
土
交
通
省
や
厚
生
労
働
省
な
ど
の
国
の
関
係
諸
機
関
、
貸
切

バ
ス
会
社
や
旅
行
業
者
な
ど
を
対
象
と
し
た
大
規
模
な
実
態
調
査
を
実
施
し

た
。
そ
の
結
果
は
、
一
〇
年
九
月
に
「
貸
切
バ
ス
の
安
全
確
保
に
関
す
る
行
政

評
価
・
監
視

結
果
報
告
書
」
と
し
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
。

こ
の
報
告
書
は
、
①
調
査
対
象
と
さ
れ
た
全
国
の
八
四
の
貸
切
バ
ス
事
業
者

の
う
ち
、
そ
の
五
二
％
が
法
令
違
反
を
犯
し
て
い
た
こ
と
、
②
四
事
業
者
が
関

越
道
事
故
の
運
転
者
の
よ
う
な
日
雇
い
雇
用
を
行
っ
て
い
た
こ
と
、
③
調
査
対

象
事
業
者
の
九
〇
・
五
％
が
届
出
運
賃
を
収
受
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
④

大
手
旅
行
業
者
の
な
か
に
は
届
出
運
賃
の
五
〇
％
程
度
の
運
賃
表
を
作
成
し
貸

切
バ
ス
会
社
に
強
要
し
て
い
た
事
例
も
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
ツ
ア
ー
バ
ス
業
界

の
問
題
点
を
詳
細
に
明
ら
か
に
し
た
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。

総
務
省
は
、
こ
の
行
政
評
価
・
監
視
結
果
に
も
と
づ
き
、
報
告
書
の
公
表
と

同
時
に
国
土
交
通
省
に
対
し
て
、「
貸
切
バ
ス
事
業
に
お
け
る
安
全
確
保
対
策

の
徹
底
」「
収
受
運
賃
の
実
態
把
握
の
実
施
及
び
公
示
運
賃
の
検
証
」「
旅
行
業
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者
へ
の
指
導
・
監
督
の
強
化
」
な
ど
の
勧
告
を
行
っ
た
。
ま
た
、
交
替
運
転
者

の
配
置
指
針
の
上
限
六
七
〇
キ
ロ
の
乗
務
距
離
に
つ
い
て
も
「
乗
務
距
離
が
運

転
者
に
与
え
る
生
理
学
的
影
響
を
踏
ま
え
た
も
の
に
改
定
す
る
こ
と
」
と
指
摘

し
た
。
し
か
し
、
国
土
交
通
省
は
、
関
越
道
の
事
故
が
起
き
る
ま
で
総
務
省
の

こ
れ
ら
の
勧
告
を
事
実
上
放
置
し
続
（
２５
）

け
た
。
規
制
緩
和
を
実
施
し
た
所
管
官
庁

と
し
て
、
そ
の
弊
害
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
指
摘
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
苦
慮
が
、

こ
う
し
た
対
応
の
ま
ず
さ
を
生
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

４

関
越
道
事
故
後
の
対
策
と
そ
の
限
界

運
転
者
の
日
雇
い
形
態
の
横
行
や
、
旅
行
業
者
が
バ
ス
事
業
者
へ
発
注
す
る

際
に
、
運
賃
の
中
抜
き
を
す
る
二
次
下
請
け
、
三
次
下
請
け
の
存
在
な
ど
関
越

道
の
事
故
は
、
貸
切
バ
ス
、
と
り
わ
け
高
速
ツ
ア
ー
バ
ス
の
陰
の
部
分
を
あ
ぶ

り
だ
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ツ
ア
ー
バ
ス
事
業
者
の
す
べ
て
が
そ
う
で
は
な
い
に

せ
よ
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
な
ど
ま
っ
た
く
意
に
介
さ
な
い
悪
質
事
業
者
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
が
明
瞭
な
形
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

国
土
交
通
省
は
、
関
越
道
の
事
故
直
後
、「
高
速
ツ
ア
ー
バ
ス
等
の
過
労
運

転
防
止
の
た
め
の
検
討
会
」
や
「
自
動
車
運
送
事
業
者
に
対
す
る
監
査
の
あ
り

方
に
関
す
る
検
討
会
」「
バ
ス
事
業
の
あ
り
方
検
討
会
」
な
ど
を
設
置
し
、
再

発
防
止
の
た
め
の
制
度
設
計
の
作
業
に
着
手
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
検
討

会
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
て
、
一
三
年
四
月
に
「
高
速
・
貸
切
バ
ス
の
安

全
・
安
心
回
復
プ
ラ
ン
」
を
公
表
し
た
。
同
プ
ラ
ン
に
も
と
づ
い
て
、
国
土
交

通
省
が
こ
れ
ま
で
に
実
施
し
た
主
な
施
策
は
、
以
下
の
と
お
り
で
（
２６
）

あ
る
。

第
一
は
、
高
速
ツ
ア
ー
バ
ス
を
廃
止
し
、
既
存
の
高
速
乗
合
バ
ス
へ
移
行
・

一
本
化
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
新
制
度
は
一
三
年
八
月
か
ら
始
ま
っ
た
。

新
制
度
発
足
に
あ
た
り
、
高
速
ツ
ア
ー
バ
ス
事
業
者
の
な
か
に
は
、
規
制
が
強

化
さ
れ
た
こ
と
で
貸
切
バ
ス
事
業
か
ら
撤
退
し
た
事
業
者
も
あ
っ
た
。
高
速
ツ

ア
ー
バ
ス
は
、
事
業
実
施
主
体
は
旅
行
業
者
で
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
は
旅
行
商
品

と
い
う
性
格
を
有
す
る
、
乗
合
バ
ス
や
貸
切
バ
ス
と
は
大
き
く
異
な
る
特
性
を

持
つ
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
利
用
者
の
安
全
の
確
保
や
利
用
者
保
護
の
責

任
の
所
在
が
き
わ
め
て
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
停
留
所
の
設
置
義
務
を

負
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
路
上
で
の
違
法
な
駐
停
車
が
ま
か
り
通
っ
て
い

た
。
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
解
消
す
る
た
め
に
、
道
路
運
送
法
上
の
位
置
づ
け
の

明
確
な
高
速
乗
合
バ
ス
へ
の
一
本
化
が
図
ら
れ
た
。

第
二
は
、
新
運
賃
・
料
金
制
度
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
当
時
、
競
争

激
化
の
な
か
で
旅
行
業
者
や
発
注
者
が
取
引
上
優
位
に
立
ち
、
バ
ス
事
業
者
に

値
引
き
を
迫
る
と
い
う
こ
と
が
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
バ
ス

事
業
者
は
営
業
収
益
不
足
か
ら
安
全
投
資
や
運
転
者
の
処
遇
改
善
に
資
金
を
回

せ
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
い
た
。
こ
う
し
た
点
を
改
善
す
る
た
め
に
、
運

賃
算
定
を
す
る
際
の
コ
ス
ト
項
目
を
時
間
コ
ス
ト
と
キ
ロ
コ
ス
ト
に
分
類
し
た

「
時
間
・
キ
ロ
併
用
制
」
に
一
本
化
す
る
と
と
も
に
、
た
と
え
ば
交
替
運
転
者

に
要
す
る
経
費
も
コ
ス
ト
に
組
み
込
む
な
ど
安
全
コ
ス
ト
を
反
映
し
た
新
運

賃
・
料
金
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
ま
た
、
事
前
届
出
の
運
賃
・
料
金
に
つ
い
て

違
反
行
為
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
、
発
注
者
と
バ
ス
事
業
者
と
の
契
約
は
、
書
面

取
引
と
す
る
こ
と
の
徹
底
が
図
ら
れ
た
。
新
運
賃
・
料
金
制
度
は
一
四
年
四
月

か
ら
実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
が
適
切
に
運
用
さ
れ
て
い
け
ば
、
適
正
な
営
業
収
益

の
確
保
が
可
能
と
な
り
、
運
転
者
の
処
遇
改
善
も
進
み
、
結
果
と
し
て
事
故
の

防
止
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
過
労
運
転
を
防
止
す
る
た
め
に
、
交
替
運
転

者
の
配
置
基
準
が
見
直
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
１８
表
の
と
お
り
、
一
人
乗
務
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（
ワ
ン
マ
ン
運
行
）
が
可
能
な
距
離
は
、
原
則
と
し
て
夜
間
は
四
〇
〇
キ
ロ
、

昼
間
は
五
〇
〇
キ
ロ
ま
で
と
改
善
さ
れ
た
。
こ
の
新
基
準
は
、
一
二
年
一
二
月

か
ら
高
速
乗
合
バ
ス
の
み
な
ら
ず
、
一
般
の
貸
切
バ
ス
に
も
適
用
さ
れ
た
。

以
上
の
ほ
か
に
も
「
安
全
・
安
心
回
復
プ
ラ
ン
」
で
は
、
①
事
業
開
始
の
届

出
時
に
営
業
所
や
車
庫
等
の
施
設
の
設
置
状
況
に
つ
い
て
現
地
調
査
等
を
実
施

す
る
な
ど
の
許
可
審
査
の
厳
格
化
、
②
悪
質
事
業
者
へ
の
集
中
的
な
監
査
、
厳

格
な
処
分
の
実
施
、
③
中
小
事
業
者
へ
の
運
輸
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
義
務
づ

け
の
拡
大
、
④
デ
ジ
タ
ル
式
運
行
記
録
計
・
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
に
よ
る
運

行
管
理
体
制
の
構
築
、
な
ど
の
諸
策
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
。
す
で
に
プ
ラ
ン

が
公
表
さ
れ
て
か
ら
四
年
余
り
が
経
過
し
て
い
る
が
、
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
一

連
の
メ
ニ
ュ
ー
は
、
す
で
に
実
施
さ
れ
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
実
施
途
上
の
も

の
、
ま
た
未
着
手
の
も
の
も
あ
る
。

「
安
全
・
安
心
回
復
プ
ラ
ン
」
は
、
右
記
の
と
お
り
、
貸
切
バ
ス
問
題
に
つ

い
て
広
範
囲
に
目
配
り
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
筆
者
は
こ
れ
が
公
表
さ
れ
た

当
時
か
ら
、
こ
れ
だ
け
で
は
規
制
緩
和
後
の
貸
切
バ
ス
業
界
が
抱
え
る
諸
問
題

を
改
善
す
る
た
め
の
施
策
と
し
て
は
十
分
で
は
な
い
と
感
じ
て
い
た
。
さ
ら
に

言
え
ば
、
こ
れ
で
は
貸
切
バ
ス
業
界
の
構
造
改
革
が
進
ま
ず
、
ま
た
い
つ
か
関

越
道
の
よ
う
な
事
故
が
再
発
す
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
た
。

筆
者
が
、
プ
ラ
ン
の
弱
点
と
考
え
る
第
一
の
論
点
は
、
事
業
参
入
時
の
許
可

基
準
そ
の
も
の
の
見
直
し
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
需
給
調
整
規
制
の

撤
廃
に
伴
っ
て
貸
切
バ
ス
事
業
へ
の
参
入
の
ハ
ー
ド
ル
が
著
し
く
低
く
な
っ

た
。
こ
の
た
め
、
一
部
分
と
は
い
え
質
の
劣
る
事
業
者
も
参
入
し
て
き
た
。
ハ

ー
ド
ル
が
低
く
な
り
、
悪
質
事
業
者
が
増
加
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
国
土
交
通

省
は
軽
井
沢
ス
キ
ー
バ
ス
事
故
が
起
き
る
ま
で
、
監
査
の
内
容
を
改
善
す
る
こ

と
で
業
界
の
質
的
ア
ッ
プ
は
可
能
だ
と
主
張
し
て
き
た
。
し
か
し
、
バ
ス
だ
け

第１８表 交替運転者の配置基準

○距離：実車距離４００㎞まで

＊ただし、特別な安全措置を講ずる場合は５００㎞まで

○時間：運転時間９時間以内

○連続乗務：連続４夜まで

＊ただし、４００㎞超は連続２夜まで

（高速乗合で自社運行の場合には例外措置あり）

○距離：実車距離５００㎞まで

＊ただし、特別な安全措置を講ずる場合は６００㎞まで

○時間：運転時間９時間以内

（高速乗合で自社運行の場合には例外措置あり）

（一時間以上のまとまった休憩を入れる場合には例外措置あり）

〔出所〕 国土交通省「『高速・貸切バスの安全・安心回復プラン』に盛り込まれた措置の進捗状況」
２０１３年１０月。

夜
間

昼
間

ワ
ン
マ
ン
運
行
の
上
限
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で
も
約
六
〇
〇
〇
事
業
者
、
個
人
を
含
め
タ
ク
シ
ー
が
五
万
六
〇
〇
〇
事
業

者
、
こ
れ
に
六
万
を
超
え
る
ト
ラ
ッ
ク
事
業
者
を
三
五
〇
人
ほ
ど
の
担
当
官
で

監
査
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
監
査
の
実
を
上
げ
る
こ
と
は
と
う
て
い

困
難
で
あ
っ
た
。
事
後
の
監
査
は
強
化
し
つ
つ
も
、
そ
れ
に
過
度
に
依
存
す
る

の
で
は
な
く
、
入
口
部
分
の
見
直
し
、
つ
ま
り
参
入
の
際
の
基
準
を
適
正
化
し

て
、
質
の
劣
る
者
を
市
場
に
参
入
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ

た
。
換
言
す
れ
ば
、
許
可
制
は
維
持
し
た
ま
ま
で
、
現
行
の
許
可
基
準
（
最
低

保
有
台
数
や
車
両
の
車
齢
な
ど
）
を
見
直
し
、
下
げ
す
ぎ
た
ハ
ー
ド
ル
を
上
げ

る
べ
き
で
あ
（
２７
）

っ
た
。
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
国
土
交
通
省
は
監
査
に
よ
る
事

後
チ
ェ
ッ
ク
で
事
足
り
る
と
い
う
「
信
念
」
に
支
配
さ
れ
、
そ
う
し
た
見
直
し

は
行
わ
な
か
っ
た
。

第
二
は
、
悪
質
事
業
者
を
即
座
に
市
場
か
ら
退
出
さ
せ
る
仕
組
み
が
導
入
さ

れ
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
法
令
を
ま
っ
た
く
無
視
し
て
運
行
を
続
け
る
事
業
者

や
、
法
令
違
反
を
是
正
せ
ず
、
不
適
切
な
運
行
管
理
を
続
け
る
な
か
で
重
大
な

事
故
を
発
生
さ
せ
た
事
業
者
は
、
即
座
に
市
場
か
ら
退
出
さ
せ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
対
策
は
講
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。

第
三
は
、
旅
行
業
者
の
問
題
で
あ
る
。
旅
行
業
で
使
用
さ
れ
る
主
な
交
通
手

段
は
、
鉄
道
、
航
空
機
、
船
舶
、
路
線
バ
ス
、
貸
切
バ
ス
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

交
通
手
段
の
な
か
で
、
貸
切
バ
ス
は
出
発
か
ら
帰
着
ま
で
旅
行
業
者
側
が
自
由

に
プ
ラ
ニ
ン
グ
で
き
る
、
裁
量
の
余
地
の
大
き
い
唯
一
の
交
通
手
段
で
あ
る
。

規
制
緩
和
後
、
旅
行
業
者
と
貸
切
バ
ス
事
業
者
の
取
引
関
係
に
お
い
て
、
貸
切

バ
ス
事
業
者
が
激
増
し
た
こ
と
で
旅
行
業
者
優
位
の
状
況
が
つ
く
り
だ
さ
れ
、

貸
切
バ
ス
の
運
行
計
画
も
旅
行
業
者
の
意
向
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
、
現
在
は
バ
ス
輸
送
に
つ
い
て
道
路
運
送
法

に
も
と
づ
く
安
全
確
保
の
責
任
を
負
っ
て
い
な
い
旅
行
業
者
に
つ
い
て
、
法
的

に
も
発
注
者
責
任
を
明
確
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
運
賃
収
受
の
厳

格
化
や
多
重
下
請
け
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
法
令
の
整
備
も
必
要
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
規
制
の
網
が
全
く
か
か
っ
て
い
な
い
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
（
訪
日
外

国
人
旅
行
）
専
門
の
ラ
ン
ド
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
（
交
通
・
宿
泊
の
手
配
業
者
）
に

つ
い
て
も
、
安
全
確
保
の
観
点
か
ら
規
制
の
下
に
お
く
必
要
が
あ
る
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
問
題
は
プ
ラ
ン
の
対
象
外
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に
―
―
貸
切
バ
ス
事
故
の
再
発
防
止
の
課
題

１

軽
井
沢
ス
キ
ー
バ
ス
事
故
が
提
起
し
た
も
の

軽
井
沢
ス
キ
ー
バ
ス
事
故
は
、
二
〇
〇
〇
年
の
規
制
緩
和
で
事
業
者
数
が
倍

増
し
、
業
界
が
過
当
競
争
状
態
に
陥
っ
た
結
果
、
法
令
を
ま
っ
た
く
無
視
し
た

悪
質
事
業
者
が
貸
切
バ
ス
の
運
行
を
続
け
て
い
た
と
い
う
実
態
を
明
る
み
に
出

し
た
。
参
入
障
壁
を
緩
和
す
る
代
わ
り
に
、
不
適
切
な
事
業
者
は
国
土
交
通
省

の
事
後
監
査
で
チ
ェ
ッ
ク
す
る
は
ず
だ
っ
た
が
、
監
査
要
員
が
不
足
す
る
な
か

で
そ
れ
が
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
問
題
も
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
ま
た
、
関
越

道
の
事
故
後
に
国
土
交
通
省
が
策
定
し
た
「
高
速
・
貸
切
バ
ス
の
安
全
・
安
心

回
復
プ
ラ
ン
」
で
は
、
業
界
を
適
正
化
す
る
の
に
は
限
界
が
あ
る
と
い
う
点
も

明
ら
か
に
な
っ
た
。

国
土
交
通
省
は
、
事
故
後
、「
軽
井
沢
ス
キ
ー
バ
ス
事
故
対
策
検
討
委
員

会
」
を
設
置
し
、
一
六
年
六
月
に
「
安
全
・
安
心
な
貸
切
バ
ス
の
運
行
を
実
現

す
る
た
め
の
総
合
的
な
対
策
」
を
ま
と
め
上
げ
た
。
打
ち
出
さ
れ
た
対
策
は
八
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五
項
目
に
及
ぶ
が
、
な
か
で
も
重
要
な
項
目
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
は
、
事
業
許
可
の
更
新
制
の
導
入
や
、
法
令
違
反
を
繰
り
返
す
悪
質
な

事
業
者
を
市
場
か
ら
た
だ
ち
に
退
出
さ
せ
る
仕
組
み
を
作
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

第
二
は
、「
適
正
化
機
関
」（
民
間
の
指
定
機
関
）
の
新
設
で
あ
る
。
軽
井
沢

事
故
を
受
け
て
、
現
行
の
国
土
交
通
省
の
監
査
体
制
を
強
化
す
る
た
め
に
一
七

年
度
か
ら
六
八
人
の
担
当
官
が
増
員
さ
れ
る
。
こ
れ
を
加
え
る
と
監
査
要
員
は

四
〇
〇
人
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
も
事
業
者
数
に
比
す
る
と
圧
倒

的
に
要
員
数
は
不
足
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
限
ら
れ
た
リ
ソ
ー
ス
を
悪
質
事
業

者
に
対
す
る
重
点
的
な
監
査
に
集
中
さ
せ
る
た
め
に
、
一
七
年
度
か
ら
貸
切
バ

ス
事
業
者
に
対
す
る
巡
回
指
導
を
行
う
適
正
化
機
関
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
適
正
化
機
関
の
活
動
に
要
す
る
費
用
は
貸
切
バ
ス
事
業
者
か
ら
の
負
担

金
で
賄
わ
れ
、
巡
回
指
導
の
ペ
ー
ス
は
全
国
の
約
四
五
〇
〇
の
事
業
者
に
対
し

て
年
一
回
と
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

第
三
は
、
運
行
管
理
者
制
度
の
強
化
が
図
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
運
輸
機
関

は
、
通
路
（
道
路
、
鉄
道
、
航
空
路
な
ど
）、
運
搬
具
（
車
両
や
船
舶
、
航
空

機
）、
オ
ペ
レ
ー
タ
（
運
転
士
や
操
縦
士
、
指
令
や
管
制
官
等
の
運
行
支
援
者

な
ど
）
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
運
行
さ
れ
る
。
バ
ス
事
業
に
お
け
る
主
た
る
オ
ペ

レ
ー
タ
は
、
運
転
者
と
運
行
の
安
全
管
理
を
担
当
す
る
運
行
管
理
者
で
あ
る
。

運
行
管
理
者
は
、
法
令
に
よ
っ
て
営
業
所
ご
と
に
車
両
数
に
応
じ
た
人
数
を
配

置
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
貸
切
バ
ス
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

バ
ス
二
九
両
ま
で
一
人
の
選
任
が
必
要
だ
っ
た
の
が
見
直
さ
れ
、
四
〇
両
ま
で

は
最
低
二
人
以
上
、
四
一
両
以
上
一
〇
〇
両
ま
で
は
二
〇
両
ご
と
に
一
人
、
一

〇
〇
両
以
上
は
三
〇
両
ご
と
に
一
人
を
選
任
す
る
こ
と
に
変
更
さ
れ
た
。
バ
ス

運
行
の
安
全
を
確
保
す
る
う
え
で
、
運
転
者
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
運
行
管

理
者
の
役
割
が
き
わ
め
て
大
（
２８
）

き
い
。
そ
の
配
置
数
の
変
更
に
は
、
経
営
体
力
の

あ
る
事
業
者
で
な
い
と
バ
ス
事
業
を
継
続
で
き
な
い
と
い
う
含
意
が
あ
る
。
今

回
も
参
入
時
の
最
低
車
両
数
の
引
き
上
げ
な
ど
の
許
可
条
件
の
見
直
し
は
行
わ

れ
な
か
っ
た
が
、
運
行
管
理
者
の
配
置
数
の
基
準
強
化
は
こ
れ
に
代
わ
る
意
味

を
も
つ
。

２

小
括

二
〇
〇
〇
年
の
貸
切
バ
ス
の
規
制
緩
和
は
、
そ
れ
ま
で
の
事
業
者
保
護
と
い

う
色
彩
の
強
か
っ
た
需
給
調
整
規
制
を
廃
止
し
、
競
争
を
導
入
す
る
こ
と
で
消

費
者
利
益
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
掲
げ
て
い
た
。
し
か
し
、
価
格
競
争

の
み
が
重
視
さ
れ
、
消
費
者
利
益
の
増
進
は
安
全
確
保
に
対
す
る
配
慮
を
欠
い

た
格
安
運
賃
の
実
現
に
矮
小
化
さ
れ
、
業
界
全
体
の
安
全
マ
ー
ジ
ン
を
低
下
さ

せ
て
し
ま
っ
た
。
関
越
道
や
軽
井
沢
に
お
け
る
事
故
は
そ
の
現
れ
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

安
全
を
確
保
す
る
に
は
一
定
の
コ
ス
ト
が
か
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
運
賃
は

安
全
コ
ス
ト
を
含
ん
で
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
消
費
者
利
益
で
優
先

さ
れ
る
べ
き
は
、
価
格
で
は
な
く
安
全
の
確
保
で
あ
る
。
消
費
者
も
安
全
に
は

コ
ス
ト
が
か
か
る
こ
と
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。

軽
井
沢
事
故
を
受
け
て
、
新
た
に
事
業
免
許
の
更
新
制
の
導
入
、
不
適
切
な

業
者
の
市
場
か
ら
の
即
座
の
退
場
、
運
行
管
理
者
の
配
置
数
の
引
き
上
げ
な
ど

従
来
の
安
全
対
策
の
弱
点
を
カ
バ
ー
す
る
一
連
の
対
策
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
そ

の
項
目
は
前
述
し
た
と
お
り
全
部
で
八
五
項
目
に
及
び
、
す
で
に
七
一
項
目
が

着
手
済
み
と
さ
れ
て
い
る
（
一
七
年
二
月
現
在
）。
未
着
手
の
項
目
で
最
も
注

目
さ
れ
る
の
は
、
国
土
交
通
省
の
監
査
を
補
完
す
る
民
間
の
適
正
化
機
関
に
よ

る
巡
回
指
導
で
あ
る
。
ト
ラ
ッ
ク
業
界
に
お
い
て
同
様
の
仕
組
み
は
あ
る
と
は
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い
え
、
こ
れ
が
円
滑
に
機
能
す
る
よ
う
に
な
る
に
は
課
題
が
山
積
し
て
い
る
。

制
度
改
革
は
着
手
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
未
だ
悪
質
な
事
業
者
が
残
存
し
て

い
る
。
同
種
の
事
故
が
い
つ
起
き
て
も
お
か
し
く
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
国

土
交
通
省
は
一
連
の
対
策
の
具
体
化
を
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
後
に
、
厚
生
労
働
省
は
、
前
述
し
た
と
お
り
、
改
善
基
準
告
示
の
見
直
し

に
着
手
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
旅
行
業
界
に
は
「
格
安
」
を
売
り
に
し
た

ツ
ア
ー
商
品
を
自
粛
す
る
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
。
安
全
が
確
保
さ
れ
た
商
品
を

提
供
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
ま
ず
旅
行
業
界
が
果
た
す
べ
き
社
会
的
責
任
で
あ

る
。

（
安
部

誠
治
）

（
１
）
拙
稿
「
交
通
権
の
意
義
と
そ
の
必
要
性
」『
国
際
交
通
安
全
学
会
誌
』Vol.37

、

N
o.1

（
二
〇
一
二
年
六
月
）、
一
五
〜
一
六
頁
。

（
２
）
国
土
交
通
省
自
動
車
局
監
修
『
平
成
二
八
年
度
版

数
字
で
み
る
自
動
車
』
日
本

自
動
車
会
議
所
、
二
〇
一
六
年
、
二
頁
。

（
３
）W

orld
H

ealth
O

rganization,IC
D

-10
Version:2010.

（http://apps.w
ho.int/

classifications/icd10/brow
se/2010/en#/X

X

二
〇
一
六
年
一
二
月
七
日
ア
ク
セ

ス
）。

（
４
）
ち
な
み
に
、
欧
米
で
は
交
通
事
故
（
自
動
車
事
故
）
は
、road

traffic
accident

ま
た
は
単
にtraffic

accident

あ
る
い
はcar

crash

な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

（
５
）
内
閣
府
『
平
成
二
八
年
版

交
通
安
全
白
書
』
二
〇
一
六
年
六
月
、
二
五
〜
二

七
、
一
三
一
〜
一
三
三
、
一
四
七
〜
一
五
一
、
一
七
三
〜
一
七
五
頁
。

（
６
）
正
確
に
は
事
業
用
バ
ス
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
一
つ
に
特
定
バ
ス
が
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
無
視
す
る
。
特
定
バ
ス
と
は
、
通
常
の
路
線
バ
ス
と
は
異
な
り
通
勤
や
通
学
な
ど
乗

客
が
一
定
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
て
い
る
バ
ス
の
こ
と
を
い
う
。

（
７
）
国
土
交
通
省
「
事
業
用
自
動
車
の
交
通
事
故
統
計
（
平
成
二
六
年
版
）」
二
〇
一
六

年
三
月
、
一
頁
。

（
８
）
国
土
交
通
省
自
動
車
交
通
局
「
事
業
用
自
動
車
の
交
通
事
故
統
計
（
平
成
二
七
年

度
）」
平
成
二
九
年
二
月
、
一
五
頁
。

（
９
）
国
土
交
通
省
自
動
車
局
安
全
政
策
課
「
事
業
用
自
動
車
総
合
安
全
プ
ラ
ン
二
〇
〇

九
の
中
間
見
直
し
の
概
要
に
つ
い
て
」（http://w

w
w.m

lit.go.jp/com
m

on/

001062112.pdf

二
〇
一
七
年
二
月
一
〇
日
ア
ク
セ
ス
）。

（
１０
）
以
上
の
バ
ス
の
輸
送
量
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
前
掲
『
平
成
二
八
年
版

数
字
で
み

る
自
動
車
』
お
よ
び
日
本
バ
ス
協
会
『
二
〇
一
五
年
版

日
本
の
バ
ス
事
業
』
二
〇
一

六
年
三
月
、
に
拠
る
。
以
下
、
と
く
に
断
ら
な
い
限
り
、
バ
ス
事
業
の
輸
送
量
や
事
業

者
数
等
に
関
す
る
デ
ー
タ
の
出
所
も
同
様
。

（
１１
）
国
土
交
通
省
「
道
路
に
関
す
る
各
種
デ
ー
タ
集
」（http://w

w
w.m

lit.go.jp/road/

soudan/soudan_10b_08.htm
l

二
〇
一
七
年
一
月
一
〇
日
ア
ク
セ
ス
）。

（
１２
）
大
熊
輝
雄
「
居
眠
り
運
転
」『
交
通
と
人
間
』（
大
島
正
光
編
、
か
ら
だ
の
科
学
臨

時
増
刊
）
一
九
八
六
年
、
八
二
頁
。

（
１３
）
交
通
事
故
総
合
分
析
セ
ン
タ
ー
『
交
通
統
計

平
成
二
六
年
版
』
一
一
七
頁
。
な

お
、
指
定
自
動
車
専
用
道
路
と
は
、
道
路
交
通
法
施
行
令
第
四
二
条
に
規
定
さ
れ
た
高

速
道
路
な
ど
に
接
続
し
て
い
る
高
規
格
の
自
動
車
専
用
道
路
の
こ
と
を
い
う
。

（
１４
）
大
熊
輝
雄
、
前
掲
論
文
、
八
七
頁
。

（
１５
）
関
係
者
の
間
で
は
周
知
の
こ
と
だ
が
、
地
方
自
治
体
職
員
の
非
正
規
雇
用
化
は
バ

ス
部
門
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
総
務
省
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
二
年
四
月
一
日
現

在
で
、
全
地
方
公
共
団
体
の
「
臨
時
・
非
常
勤
職
員
」
の
総
数
は
約
六
〇
万
人
に
上
る

と
い
う
（
総
務
省
「
臨
時
・
非
常
勤
職
員
に
関
す
る
調
査
結
果
に
つ
い
て
」http://

w
w

w.soum
u.go.jp/m

enu_new
s/s-new

s/01gyosei11_02000031.htm
l

二
〇
一

七
年
二
月
一
五
日
ア
ク
セ
ス
）。
本
来
な
ら
ば
、
市
民
生
活
と
そ
れ
を
支
え
る
基
盤
の
維

持
を
役
割
と
す
る
公
共
部
門
は
、
率
先
し
て
安
定
雇
用
の
確
保
に
努
め
る
べ
き
で
あ

る
。
地
方
財
政
危
機
が
進
む
な
か
、
こ
う
し
た
非
正
規
雇
用
の
拡
大
が
進
め
ら
れ
て
い

る
の
は
ま
こ
と
に
憂
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

（
１６
）
厚
生
労
働
省
「
過
労
死
等
の
労
災
補
償
状
況
」
五
頁
（http://w

w
w.m

hlw.go.jp/file

/
04-H

oudouhappyou-11402000-R
oudoukijunkyokuroudouhoshoubu-H

osho

uka/h27_noushin.pdf

二
〇
一
七
年
二
月
二
〇
日
ア
ク
セ
ス
）。
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（
１７
）
平
井
都
士
夫
『
交
通
論

講
義
要
項
』
文
理
閣
、
一
九
八
二
年
、
六
一
〜
六
二

頁
。

（
１８
）
日
本
バ
ス
協
会
、
前
掲
、
八
一
頁
。
全
国
自
動
車
交
通
労
働
組
合
総
連
合
会
「
タ

ク
シ
ー
労
働
者
と
産
業
計
男
性
労
働
者
の
労
働
条
件
比
較
（
二
〇
一
四
年
）」（http://

w
w

w.jikosoren.jp/data/2015/hikaku2014new.pdf

二
〇
一
七
年
二
月
一
〇
日
ア

ク
セ
ス
）。

（
１９
）
国
土
交
通
省
自
動
車
局
「
バ
ス
事
業
者
お
け
る
改
善
基
準
告
示
等
に
係
る
運
用
実

態
調
査
（
平
成
二
六
年
八
月
）
結
果
」
二
〇
一
六
年
一
二
月
一
三
日
、
一
四
〜
一
五

頁
。

（
２０
）
厚
生
労
働
省
「
脳
血
管
疾
患
及
び
虚
血
性
心
疾
患
等
（
負
傷
に
起
因
す
る
も
の
を

除
く
。）
の
認
定
基
準
に
つ
い
て
」（
平
成
一
三
年
労
働
基
準
局
長
基
発
第
一
〇
六
三

号
）
二
〇
〇
一
年
一
二
月
一
二
日
。

（
２１
）
た
だ
し
、
高
速
道
路
に
お
け
る
乗
務
距
離
に
、
一
般
道
路
の
乗
務
距
離
を
二
倍

（
北
海
道
に
あ
っ
て
は
一
・
七
倍
）
に
換
算
し
た
も
の
と
し
て
算
定
さ
れ
た
も
の
で
、
実

際
の
乗
務
距
離
で
は
な
い
。

（
２２
）
事
業
用
自
動
車
事
故
調
査
委
員
会
「
事
業
用
自
動
車
事
故
調
査
報
告
書

貸
切
バ

ス
の
追
突
事
故
（
神
奈
川
県
平
塚
市
）」
二
〇
一
五
年
一
〇
月
三
日
、
要
旨
の
頁
（https:

//w
w

w.m
lit.go.jp/jidosha/anzen/jikochousa/pdf/1441101.pdf

二
〇
一
七
年

一
月
二
〇
日
ア
ク
セ
ス
）。

（
２３
）
「
バ
ス
火
災
事
故
の
状
況
に
つ
い
て
〜
事
業
用
バ
ス
の
火
災
事
故
八
六
件
の
分
析

〜
」
二
〇
〇
七
年
二
月
、「
バ
ス
火
災
事
故
の
状
況
に
つ
い
て
〜
事
業
用
バ
ス
の
火
災
事

故
六
一
件
の
分
析
〜
」
二
〇
一
二
年
三
月
、「
バ
ス
火
災
事
故
の
状
況
に
つ
い
て
〜
事
業

用
バ
ス
の
火
災
事
故
五
八
件
の
分
析
」
〜
」
二
〇
一
六
年
二
月
。

（
２４
）
同
上
「
バ
ス
火
災
事
故
の
状
況
に
つ
い
て
〜
事
業
用
バ
ス
の
火
災
事
故
五
八
件
の

分
析
」
〜
」
一
二
頁
。

（
２５
）
総
務
省
「
貸
切
バ
ス
の
安
全
確
保
対
策
に
関
す
る
行
政
評
価
・
監
視

結
果
報
告

書
」
二
〇
一
〇
年
九
月
（http://w

w
w.soum

u.go.jp/m
ain_content/000080869.pdf

二
〇
一
七
年
二
月
一
五
日
ア
ク
セ
ス
）。

（
２６
）
た
と
え
ば
、
従
前
は
最
低
車
両
数
に
つ
い
て
五
両
以
上
（
人
口
五
〇
万
人
以
上
の

都
市
を
事
業
区
域
に
含
む
者
は
七
両
以
上
）
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
が
、
三
両
以
上

（
大
型
車
を
使
用
す
る
場
合
は
五
両
）
に
緩
和
さ
れ
た
。
ほ
か
に
も
、
車
齢
や
有
蓋
車
庫

に
つ
い
て
の
規
制
も
緩
和
さ
れ
、
参
入
の
ハ
ー
ド
ル
が
低
く
な
っ
た
。

（
２７
）
国
土
交
通
省
「
高
速
・
貸
切
バ
ス
の
安
全
・
安
心
回
復
プ
ラ
ン
」
平
成
二
五
年
四

月
二
日
（http://w

w
w.m

lit.go.jp/com
m

on/000993596.pdf

二
〇
一
七
年
二
月
一

五
日
ア
ク
セ
ス
）。

（
２８
）
運
行
管
理
者
と
な
る
に
は
自
動
車
運
送
事
業
の
種
別
に
応
じ
た
種
類
の
運
行
管
理

者
資
格
者
証
（
一
般
乗
合
旅
客
、
一
般
貸
切
旅
客
、
一
般
乗
用
旅
客
、
特
定
旅
客
、
旅

客
、
貨
物
）
を
取
得
す
る
必
要
が
あ
る
。
運
行
管
理
者
資
格
者
証
は
、
国
家
試
験
で
あ

る
運
行
管
理
者
試
験
に
合
格
す
る
か
、
ま
た
は
事
業
用
自
動
車
の
運
行
管
理
に
関
し
て

五
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
し
、
そ
の
間
に
運
行
の
管
理
に
関
す
る
講
習
を
五
回
以

上
受
講
し
て
い
る
か
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
取
得
で
き
る
（
国
土
交
通
省
「
自
動
車
運

送
事
業
の
運
行
管
理
者
に
な
る
に
は
」http://w

w
w.m

lit.go.jp/kokkasiken/truck/

truck_.htm
l

二
〇
一
七
年
二
月
二
〇
日
ア
ク
セ
ス
）。
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